


は じ め に 
 

千代田区は、2007（平成 19）年に全国で初めて CO2 排出量の削減対策目標を掲げた地球温暖

化対策条例を制定し、CO2排出量の削減に取り組んでいます。 

また、2009（平成 21）年には低炭素型社会への転換を進める先導的自治体として、国から環境モ

デル都市に選定されました。 

 

千代田区は古くからわが国の政治・経済の中心として発展してきました。今日、技術革新が進

み、設備機器のエネルギー効率は向上していますが、政治・経済の中心であり続ける千代田区で

は、その活発な都市活動により大量のエネルギーが消費され、CO2 の排出量は増加する傾向にあ

ります。 

こうした中にあっても、千代田区は、地球温暖化対策条例で定めた「CO2 削減の対策目標」を達

成するため、区内の CO2排出量を総量で削減する必要があります。 

 

2011（平成 23）年に発生した東日本大震災とそれに伴う電源喪失は、日本社会の発展と安定を

揺るがしかねない状況をもたらしました。 

この電源喪失により、千代田区では大量の電力が経済活動と区民生活を支えていること、また

その電力はほとんどが地方から供給され、地方に大きな環境負荷を与えていることが再認識され

ました。 

エネルギーの大消費地である千代田区は、限りあるエネルギー資源を大切にし、持続可能な低

炭素型社会を推進するため、率先して省エネルギーや再生可能エネルギーの活用、エネルギーの

地産地消に努める責務があります。 

 

地球温暖化の主な原因とされる CO2の問題は、区民及び事業者の一人ひとりの意識と行動なく

しては解決できない課題です。 

昼間人口 82 万人と 35,000 社以上の事業所を擁する千代田区では、区民とともにこれら一人ひ

とりが温暖化問題の当事者であることを意識し、共に力を合わせて温暖化対策に取り組むことに

よって、その効果を高めていく必要があります。 

 

千代田区地球温暖化対策地域推進計画 2015 は、「エネルギー利用による CO2排出ゼロのまち」

を将来像に見据え、良好な環境を次世代に引き継いでいくことを希求する千代田区の温暖化対策

のバイブルです。 

千代田区は、本計画に基づき、健康で快適に過ごすことができる環境づくりに積極的に取り組

み、「千代田」というまちの更なる魅力の向上と持続的発展とともに、経済と環境が調和した低炭

素型社会の形成をめざします。 

 

平成 27 年 3 月  

千代田区長  石川 雅己  
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1 計画策定の背景 
 

1.1 地球温暖化対策の経緯 

1.1.1 地球温暖化の現状 

2014（平成 26）年 10 月に採択された気候変動に関する政府間パネル＊（IPCC＊）の「IPCC

第 5 次評価報告書 統合報告書」では、地球温暖化＊の事実について疑う余地が無いこと、経済

成長や人口増加が温暖化の支配的な原因である可能性が高いこと、地上の気温は評価されたすべ

てのシナリオにおいて 21 世紀末までに 4℃上昇すると予測されています。これにより、地球温

暖化対策は待ったなしの状況にあり、全世界が最優先で取り組むべき課題の一つであることが、

明らかになりました。 

すでに、地球温暖化の影響は様々な分野で顕在化しつつあり、我々の生活においても気象の変

化という形で、感じることが増えています。地球温暖化は極めて身近で、生活の安全・安心を脅

かす問題となっています。 

地球温暖化の主な原因である温室効果ガス＊の排出は、日常生活のあらゆる場面が関わってい

ます。これは、一人ひとりの意識と行動を変えれば、温室効果ガスは削減できるということでも

あります。地球温暖化による影響を最小限に抑え、持続可能な社会をつくるため、一人ひとりが、

それぞれの立場から真剣に地球温暖化対策に向き合うことが求められています。加えて、近年で

は、地球温暖化対策に取り組むことの意義が社会的に浸透し、そうした活動をプラスに評価する

様々な制度が整えられ、事業活動における付加価値の向上や新たなビジネスチャンスに広がりつ

つあります。 

地球温暖化対策は、千代田区をはじめ、地球上すべての人々にとって、将来にわたる生活の安

心・安全を確保するために欠かせない取組みです。同時に、その意義を私たちが共有し、活動を

促す制度や仕組みを構築・運用することで、新たな側面から社会の持続的な発展を促す取組みへ

とつながっていきます。 

 

1.1.2 千代田区の取組経緯 

千代田区では、2007（平成 19）年に全国で初めて CO2 排出量の削減対策目標を掲げた地球

温暖化対策条例を制定し、CO2 排出量の削減に取り組んでいます。この条例では、1990（平

成２）年比で 2020（平成 32）年までに二酸化炭素（以下、「CO2」という）を 25%削減す

るという対策目標を掲げています。 

また、千代田区は、2009（平成 21）年１月、東京都内の自治体で唯一国から低炭素化と持

続的発展を両立する地域モデルの実現を先導する役割を担う「環境モデル都市＊」として選定さ

れました。環境モデル都市は、2014（平成 26）年 11 月現在、全国の 23 都市が選定されて

おり、千代田区では「高水準な建物のエネルギー対策の推進」「まちづくりの機会と場を活かし

た面的対策の推進」「地域連携の推進」の３つの柱で取組みを推進しています。 

さらに 2010（平成 22）年 6 月には「千代田区地球温暖化対策地域推進計画」（以下、「前

計画」という）を策定し、目標の達成に向けて今日まで地球温暖化対策を推進してきました。 
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1.2 区の取組意義 

前計画に引き続き、条例のもと、千代田区では地球温暖化対策に取り組みます。千代田区が地

球温暖化対策に取り組む意義は以下のとおりです。 

 条例の対策目標達成のために 

千代田区は、全国の自治体で初めて温室効果ガスを削減するための対策目標を条例に掲げまし

た。これを踏まえて、区内では着実に CO2 排出削減に取り組んでいます。しかし、条例の目標

年である 2020（平成 32）年があと６年と近づいており、削減対策の強化が求められます。先

進的な対策目標を掲げるだけでなく、そのために区民・事業者が一体となって取り組むことが、

目標達成のために必要です。 

 エネルギーの大消費地の責務として 

千代田区は、江戸時代から今日までわが国の政治・経済の中心地として、多くのエネルギーを

消費していますが、その大部分を地方からの供給に依存しています。千代田区内における活発な

政治・経済活動は、わが国の発展の大きな原動力となってきました。一方で、それに伴う大量の

エネルギー消費は、地球温暖化の進行の一因でもあります。地方への依存を減らすとともに、東

日本大震災を契機として、防災の視点を取り入れた地域のエネルギー対策の再構築が求められま

す。 

 環境モデル都市の取組発信のため 

千代田区は、経済と環境の調和した低炭素型社会＊の構築を進めるとともに、環境モデル都市

として、他自治体のモデルとなる先進的な取組みを発信することが求められます。 

◆ 地球温暖化対策に係る千代田区及び国内外の動向 

 千代田区 国内外 

2008（平成 20）年 1 月 千代田区地球温暖化対策条例 施行  

2009（平成 21）年 1 月 環境モデル都市に選定  

2010（平成 22）年 6 月 千代田区地球温暖化対策地域推進

計画 策定 

 

2011（平成 23）年 3 月  東日本大震災及びそれに伴う福島第

一原発事故の発生 

2012（平成 24）年 4 月  第四次環境基本計画 閣議決定 

（2050 年までに温室効果ガス排出

量を現状から 80%削減） 

 7 月  再生可能エネルギー＊の固定価格買

取制度 開始 

2013（平成 25）年 11 月  2020 年度に向けた国の温室効果ガ

ス排出対策目標（暫定値）公表（2020

年度に 2005 年度比で 3.8%減） 

2014（平成 26）年 3 月 千代田区環境モデル都市第２期行

動計画 策定 

 

 4 月  エネルギー基本計画 閣議決定 

 10 月  IPCC 第５次評価報告書統合報告書 採択 
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1.3 前計画の評価 

1.3.1 前計画の概要と評価の方法 

2010（平成 22）年に策定した前計画は、1990（平成２）年比で 2020（平成３２）年ま

でに CO2 を 25%削減する条例の目標を達成するため、短期及び中期の二つの計画期間で、以下

の対策目標を掲げています。 

【対策目標】 

【短期】 

策定時の京都議定書＊目標達成計画に示された対策目標を達成します。 

2012 年度までに、区内のエネルギー起源 CO２排出量を 

家庭部門において 1990 年度比＋6％、 

業務部門において 1990 年度比＋15％ 

までに抑制します。 

【中期】 

2020 年度までに、区内のエネルギー起源 CO２排出量を 

区全体において 1990 年度比▲25％ 

にします。 

 

また、目標達成に向けた方針として、４方針を掲げ、施策を展開しています。 

【目標達成に向けた方針】 

方針① 温暖化配慮行動を行う「人づくり」を推進 

方針② 建物のエネルギー対策を推進 

方針③ まちづくりの機会と場を活かした面的対策を推進 

方針④ 地域連携による低炭素化を推進 

以上の前計画に対し、温室効果ガス対策目標の達成状況と施策の取組状況の２つの視点から、

評価を行いました。 
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1.3.2 温室効果ガスの対策目標達成状況の評価 

対策目標のうち、2012（平成 24）年度に期間を終えた短期の目標について評価を行った結

果は表 1-1 のとおりです。 

当該年度実排出係数＊（電気事業者の発電における燃料構成を踏まえた実際の排出量に近い条

件で設定）で算定した場合、家庭部門の目標は達成、業務部門の目標はほぼ達成となっており、

前計画の短期対策目標期間中は概ね順調に成果が現れています。 

参考として、電力排出係数を基準年度である 1990（平成２）年度に固定（電気の発電構成

を 1990（平成２）年度と同じ条件とみなし、エネルギー消費量以外の要因が算定結果に影響

することを排除）して算定した場合、排出量の抑制は家庭部門、業務部門ともに目標を大きく上

回るペースで達成しています。 

表 1-1 前計画の短期の対策目標の達成状況 

 家庭部門 業務部門 

対策目標 1990 年度比＋6%に抑制 1990 年度比＋15%に抑制 

達成状況 

1990 年度比▲5.7%  

⇒達成 

≪参考≫1990 年度排出係数で算定した場合 

（1990 年度比▲11.5%） 

1990 年度比＋15.1%  

⇒ほぼ達成 

≪参考≫1990 年度排出係数で算定した場合 

（1990 年度比+8.1%） 

 

1.3.3 施策の取組状況の評価 

前計画の 4 つの方針のもとに、様々な地球温暖化対策の取組みを実施してきましたが、“主な

施策”（計 13 施策）を対象に、それぞれ含まれる事業の 2014（平成 26）年度末時点の実施

状況をもとに 4 段階で評価しました（表 1-2 参照）。 

その結果、計 13 施策のうち 10 の施策ですべての事業が実施済みであり、前計画における施

策は概ね順調に実施されました（表 1-3 参照）。 
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表 1-2 施策の取組状況の評価基準 

評価 評価の考え方

◎（深堀実施） 発展して実施済みの場合

○（実施） すべての事業が実施済みの場合

△（一部実施） 一部を除き、事業が実施済みの場合

×（未実施） すべての事業が未実施の場合

 

表 1-3 施策の取組状況の評価結果（2014（平成 26）年度末時点） 

方針 施策 評価

方針① 
温暖化配慮行動を
行う「人づくり」
を推進 

①-1 区民の温暖化配慮行動への支援 ○

①-2 事業者の温暖化配慮行動への支援 ○

①-3 大学、病院、ホテル等への自主行動計画作成へ
の支援 △ 

方針②  
建物のエネルギー
対策を推進 

②-1 更新時に省エネ設備・機器を導入 ○

②-2 エネルギー診断による運用改善＊ ○

②-3 低炭素型設計の推進 ○

方針③  
まちづくりの機会
と場を活かした面
的対策を推進 

③-1 地域熱供給＊システムの高効率化 ◎

③-2 複数建物のエネルギー管理 △

③-3 再生可能エネルギー・未利用エネルギー＊の活
用

○ 

③-4 ヒートアイランド対策（緑化等の推進） ○

③-5 地域交通対策（低 CO2車の導入促進や自転車の
活用等） ○ 

方針④  
地域連携による低
炭素化を推進 

④-1 地方の未利用エネルギー、再生可能エネルギー
の活用 △ 

④-2 地方の森林整備への協力 ○ 

実施済み（○以上）施策の施策数：10 施策

評価が「△」であった施策に対する取組上の課題点 

①-3 大学、病院、ホテル等への自主行動計画作成への支援 

⇒ ホテル、病院等の事業者への働きかけや、さらなる支援が必要 

③-2 複数建物のエネルギー管理 

 ⇒複数の主体間での連携促進に向けた、温暖化対策に関する共通認識の構築が必要 

④-1 地方の未利用エネルギー、再生可能エネルギーの活用 

 ⇒時代の趨勢や法制度に合わせた未利用エネルギー、再生可能エネルギーの導入支援の検
討が必要 
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2 計画の基本的事項 
 

2.1 計画の目的 

千代田区地球温暖化対策地域推進計画 2015（以下、「本計画」という）は、区から排出され

るエネルギー起源の CO2 排出量の抑制及び区全体の地球温暖化＊対策の総合的かつ計画的な推

進を図ることを目的とします。 

 

2.2 計画の期間 

本計画の計画期間は、図 2-1 に示すとおり、2015（平成 27）年度から 2024（平成 36）

年度までの 10 年間とします。 

なお、この計画期間は上位計画である「ちよだみらいプロジェクト-千代田区第 3 次基本計画

2015-」と連動するものです。 

また、国の計画を参考として、2050（平成 62）年度に長期目標を設定し、その先に区がめ

ざす将来像を掲げることで、将来展望を見据えた計画とします。 

 

 

図 2-1 計画期間 

 

2.3 計画の対象 

2.3.1 地域・主体 

本計画の対象地域は、千代田区全域とします。 

また、本計画が対象とする主体は、区民（在勤・在学者、来訪者を含む）、区内に立地する事

業者、官公庁とします。 

 

2.3.2 温室効果ガス 

千代田区では、エネルギー起源 CO２以外の温室効果ガス＊はほとんど排出していないものと考

えられることから、本計画の対象とする温室効果ガスは、前計画から引き続き、エネルギー起源

CO2 を対象とします。 

  

平成27 平成32 平成36 平成62

（2015） （2020） （2024） (2050)

地球温暖化対策
地域推進計画

長期総合計画

　　　　　　　　　年度
計画

・・・ ・・・ ・・・

千代田区地球温暖化対策

地域推進計画２０１５
将来像

短期目標 長期目標

ちよだみらいプロジェクト

-千代田区第3次基本計画2015-

第3次長期総合計画『基本構想』 （おおむね平成30年代まで）

条例上の

対策目標
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2.4 計画の位置づけ 

本計画は、条例第 9 条に基づき策定するもので、前計画を全面的に改定するものです。さら

に、条例第 17 条に基づく「区民や事業者の配慮行動を促進するための指針」及び第１８条に基

づく「低炭素型社会＊の形成に関する指針」を含みます。 

また、「地球温暖化対策の推進に関する法律＊」において自治体が策定に努めるとされる「地方

公共団体地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に相当する計画です。 

 

本計画は、区内のあらゆる地球温暖化対策の取組みを集約した計画であり、区内の新エネル

ギーの取組みを中心に取り扱う「千代田区新エネルギービジョン＊」及び区内でのヒートアイラ

ンド対策の方向性を示す「千代田区ヒートアイランド対策計画＊」、地球温暖化対策分野で区内の

先進的・モデル的な取組みを対象とした「千代田区環境モデル都市＊第２期行動計画」の内容を

含んでいます。また、区の事業者としての地球温暖化対策の取組みを対象とした「千代田区地球

温暖化対策第 3 次実行計画（事務事業編）」（以下、「実行計画」という）や、生物多様性＊の保

全の方向性を示した「ちよだ生物多様性推進プラン」とも、施策の考え方や具体的な事業におい

て連携します。 

 

 

図 2-2 計画の位置付け  

千代田区地球温暖化対策基本方針

平成１８年５月

千代田区地球温暖化対策条例

平成２０年１月

千代田区地球温暖化対策

地域推進計画2015

平成２７年３月（予定）

千代田区環境モデル都市第２期行動計画

平成２６年３月

区の取組み

千代田区地球温暖化対策

第３次実行計画

（事務事業編）
平成２５年３月

地球温暖化対策の推進に

関する法律

平成１０年１０月

反映

第9条にて策定を規定

条例等の策定を規定

連携

第２０条第2項にて

策定を努力義務化

第２０条の３にて

策定を義務化

以下の計画を含む

千代田区新エネルギービジョン

千代田区ヒートアイランド対策計画

ちよだ生物多様性

推進プラン

平成２５年３月
連携

区民や事業者の配慮行動を促進す

るための指針

低炭素型社会の形成に関する指針

第17条にて

策定を規定

第18条にて策

定を規定

ちよだみらいプロジェクト

-千代田区第３次基本計画2015-

平成２７年３月（予定）

反映
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2.5 電力排出係数の扱い 

本計画の目的は、区内の CO2 排出量を削減することにあります。そのため区では、区内にお

ける取組みの推進状況を適切に把握することが必要です。 

しかし、CO2 排出量はその特性上、エネルギー消費量と、一定量のエネルギーを消費した際

に排出する CO2 の量を示す「排出係数＊」の２つの要因に依存しています。このうち電力の排出

係数は、電気事業者の電源別の発電電力量構成比の変化に伴って、年度ごとに大きく変動すると

いう性質があります。このため、取り扱う電力排出係数が変動することで、区内の CO2 排出量

が大きく影響を受けます（図 2-3）。 

条例では、CO2 排出削減の基準年度を 1990（平成 2）年度と定めています。このため、以

降の説明においては、各年度の排出量の算定には基準年度である 1990（平成２）年度排出係

数を固定して用いることとし、当該年度排出係数の値は参考値とします。 

1990（平成 2）年度の排出係数に固定して算定することで、区内で実行された取組みの成果

がより正確に反映される算定結果となり、計画の適正な評価や、計画の見直し・改善につなげて

いきます。 

 

 

出典  排出係数：東京電力ウェブサイト 

図 2-3 電力（東京電力）排出係数の推移と当該年度及び 1990 年度排出係数で算定した排出量の比較 
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 電気事業者の電源別の発電電力量構成比と電力排出係数の関係 

わが国の電気は主に水力、火力、原子力などの電源から構成されています。このうち、化石

燃料を燃やして発電する火力発電は、その他の電源と比較して発電量あたりの CO2 排出量が多

くなります。したがって、発電電力に占める火力発電の割合が高まると、排出係数は増加する

傾向があります。 

東京電力の電源別の発電電力量構成比と、電力排出係数の推移を以下に示します。東京電力

の管内においては、東日本大震災が発生した 2011（平成 23）年以降、原子力発電所が順次

運転を停止したのに伴い、火力発電への依存が高まっています。そのため、東日本大震災発生

前と比較して近年の排出係数は高くなっています。 

   ※ 図中の排出係数は、電気事業者の電源別の発電電力量構成比のみを考慮した「実排出係数」であり、

一般的に CO2 の算定に用いる、京都メカニズムクレジット＊の取得による CO2 排出削減を考慮した「調

整後排出係数」（p.8 参照）とは異なる。 

出典  東京電力ウェブサイト 

図 2-4 東京電力の電源別の発電電力量構成比と排出係数の推移 
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2.6 計画の構成 

本計画は、条例第 9 条に定める「地域推進計画」であるとともに、第 17 条に定める「区民

や事業者の配慮行動を促進するための指針」及び第 18 条に定める「低炭素型社会の形成に関す

る指針」を含みます。 

また、本計画では従来の「千代田区新エネルギービジョン」及び「千代田区ヒートアイランド

対策計画」の内容を含んでおり、それぞれ「6 基本方針と施策」に示す基本方針 2 及び 5、基

本方針 7 に相当します。 

 
図 2-5 本計画の構成  

7 区民・事業者の地球温暖化対策を促進するための指針 
●区民や事業者の配慮行動を促進するための指針（配慮行動指針） 
 
 
 
 
●低炭素型社会の形成に関する指針 

6 基本方針と施策 
●基本方針 
 
 
 
 
●施策の体系    ●重点的に取り組む事業 
●取組みの内容 

1 計画策定の背景 
●地球温暖化対策の経緯   ●区の取組意義 
●前計画の評価 

2 計画の基本的事項 
●計画の目的    ●計画の期間 
●計画の対象    ●計画の位置づけ 
●電力排出係数の扱い   ●計画の構成 

3 CO
2
排出量の現況把握と将来推計 

●CO
2
排出量の現況把握  ●CO

2
排出量の将来推計 

4 地球温暖化対策に関する千代田区の課題

5 めざす将来像と計画の目標 
●千代田区がめざす将来像  ●CO

2
排出量の対策目標 

8 推進体制 
●計画の推進体制   ●計画の進行管理 

⇒ 「区民や事業者の配慮行動を促進するための指針」（条例 第 17 条）に相当 

⇒ 「低炭素型社会の形成に関する指針」（条例 第 18 条）に相当 

基本方針 2、5 ⇒ 「千代田区新エネルギービジョン」に相当

基本方針 7 ⇒ 「千代田区ヒートアイランド対策計画」に相当
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3 CO2 排出量の現況把握と将来推計 
 

3.1 CO2排出量の現況把握 

3.1.1 算定方法 

CO2 の算定にあたっては、地域の温室効果ガス＊排出量の推計手法を示した「地方公共団体に

おける施策の計画的な推進のための手引き」（環境省）との整合や、表 3-1 に示す区内の CO2

の発生源となる活動の状況を考慮し、「産業部門」、「運輸部門」、「業務部門」、「家庭部門」の 4

部門に分けて推計します。 

表 3-1 計画の対象部門の概要 

部門 活動内容等 

産業部門 製造業、建設業における電気や燃料の消費 

運輸部門 自動車（自家用、事業用）、鉄道による電気や燃料の消費 

業務部門 事務所ビル、飲食店、学校などにおける電気や燃料の消費 

家庭部門 家庭（自家用車は運輸部門に含む）における電気や燃料の消費 

 

千代田区の CO2 排出量を算定した資料としては、「オール東京 62 市区町村共同事業＊」にて

算定する「特別区の温室効果ガス排出量」があります。しかしながら、算定結果が 2 年遅れで

公表されることから、算定結果の速報性を考慮し、千代田区では独自の算定方法により CO2 排

出量を算定しています。 

CO2 排出量の基本的な算定式は、以下のとおりで、部門ごとに算出しています。 

 

ＣＯ2 排出量 ＝ 活動量 × エネルギー消費原単位＊ × ＣＯ2 排出係数＊ 
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3.1.2 算定結果 

千代田区の CO2 排出量は、1990（平成 2）年度が 249.0 万 t-CO2
＊であったのに対し、

2012（平成 24）年度は 234.9 万 t-CO2 と、全体で 5.7%の減少となっています。 

部門別では、2012（平成 24）年度は産業部門において 1990（平成 2）年度比 64.7%減

少と大幅に減少したのをはじめ、運輸、家庭の各部門においても減少しているのに対し、業務部

門は 1990（平成 2）年度比 8.1%増加となっています。 

表 3-2  CO2排出量の推移 

単位：万 t-CO2 

部門 
1990 
年度 

2008 
年度 

2009 
年度 

2010 
年度 

2011 
年度 

2012 年度 
排出量 1990 年度比

産業部門 17.5 6.3 6.1 5.8 5.6 6.2 ▲ 64.7%

運輸部門 57.3 60.7 54.2 50.6 43.5 42.6 ▲ 25.8%

業務部門 163.5 212.8 202.3 197.1 173.8 176.7 ＋ 8.1%

家庭部門 10.6 11.0 10.5 10.2 9.1 9.4 ▲ 11.5%

合計 249.0 290.7 273.0 263.7 231.9 234.9 ▲ 5.7%

 ※ 電気の CO2 排出係数は 1990 年度値で固定。 

 ※ 四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。 

 

 

 

※ 電気の CO2 排出係数は 1990 年度値で固定。 

図 3-1 CO2排出量の推移 
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2012（平成 24）年度の千代田区の CO2 排出構成は、全体の約 3/4 を業務部門が占めてお

り、全国や東京都全体と比較して産業部門及び家庭部門の割合が極端に少なくなっています。区

内に事務所ビルが多く立地していることや、産業部門では製造業の規模が小さいこと、業務部門

では昼間人口が多いことを背景とした排出構成であるといえます。 

2012（平成 24）年度の千代田区の CO2 排出量を燃料種別にみると、電力が全体の 70.9%

と最も多くなっています。これは東京都全体と比較しても多く、背景として、消費する燃料の大

半が電力である業務部門の活動が特に大きく影響していると考えられます。 

   
 千代田区（2012 年度）   東京都（2012 年度速報値）  全国（2012 年度確定値） 

   ※ 電気の CO2 排出係数は当該年度値で算定。 

   ※ 数値は四捨五入により、100%とならない場合がある。 

出典  東京都：「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（2012 年度速報値）」（東京都） 
全国：「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2012 年度） 速報値」国立環境研究所 

図 3-2 千代田区、東京都、全国の部門別 CO2排出構成 

 

 

 
  千代田区（2012 年度）    東京都（2011 年度確定値）  

   ※ 千代田区では、LPG や燃料油等の燃料をまとめて「石油系燃料等」という分類で算定しており、東京

都の算定手法の分類と異なる。 

   ※ 電気の CO2 排出係数は当該年度値で算定。 

   ※ 数値は四捨五入により、100%とならない場合がある。 

出典  東京都：「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査（2011（平成 23）年度実績）」（東京都） 

図 3-3 千代田区、東京都の燃料種別 CO2排出構成  
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 業務部門の排出量の内訳 

千代田区の CO2 排出量の最大を占める業務部門については、区内に政治・経済の中枢機能が

集積していることから、事務所ビルの業務活動における排出量が大きく影響しています。 

オール東京 62 市区町村共同事業が東京都内の市区町村の温室効果ガス排出量を算定・公表

している「特別区の温室効果ガス排出量」によれば、千代田区の 2011（平成 23）年度業務

部門排出量を 8 つの業種別に分けると、81.1%を事務所ビルが占めています。この割合は、特

別区全体と比較しても約 16 ポイント高く、千代田区の特徴であるといえます。 

 

   ※ 「大型小売店」とは、小売店のうち従業者 50 人以上の百貨店及びスーパーをいう。 

   ※ 電気の CO2 排出係数は当該年度値で算定。 

   ※ 数値は四捨五入により、100%とならない場合がある。 

出典  「特別区の温室効果ガス排出量」（オール東京 62 市区町村共同事業）に基づき作成 

図 3-4 千代田区の業務部門の業種別 CO2排出構成 

 

 

 

   ※ 「大型小売店」とは、小売店のうち従業者 50 人以上の百貨店及びスーパーをいう。 

   ※ 電気の CO2 排出係数は当該年度値で算定。 

   ※ 数値は四捨五入により、100%とならない場合がある。 

出典  「特別区の温室効果ガス排出量」（オール東京 62 市区町村共同事業）に基づき作成 

図 3-5 特別区全体の業務部門の業種別 CO2排出構成 
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3.2 CO2排出量の将来推計 

3.2.1 算定方法 

区内の CO2 排出量の将来予測は次のとおりです。現状から新たな地球温暖化＊対策が講じられ

ないと仮定して 2020（平成 32）年度及び 2024（平成 36）年度の CO2 排出量を部門別に

推計しました（この時、CO2 の排出係数やエネルギー消費原単位が今後も現状と同じレベルの

ままで推移したと仮定しました）。 

なお、各部門の将来の活動量については、主にこれまでのトレンド（直近数年間の傾向）に基

づく推計を適用しました（表 3-3）。 

 

現状すう勢＊の CO2 排出量推計手法 

 

ＣＯ2 排出量(将来) ＝ 活動量(将来) × エネルギー消費原単位(現状) × ＣＯ2 排出係数(基準年度) 

 

表 3-3  CO2排出量の将来推計に用いた活動量指標 

部門 活動量指標 活動量の想定 
2011 年度値

（実績） 

2020 年度値 

（推計） 

2024 年度値

（推計） 

産

業

部

門 

建設業 新築着工床面積 
毎年の推移に規則性が無

いため、2011 年度と同等
542,290m2 542,290m2 542,290m2 

製造業 － 
区内の産業部門排出量に

占める割合が非常に少な

いため、考慮しない 
－ － － 

運

輸

部

門 

自動車 
車 種 別 エ ネ ル

ギー別走行量 
トレンド予測をもとに設

定 
－※1 －※1 －※1 

鉄道 
区内鉄道駅の乗

降客数 
毎年の推移に規則性が無

いため、2011 年度と同等
322,698万人 322,698万人 322,698万人

業務部門 
業務建物の床面

積 
トレンド予測をもとに設

定 
2,521 万 m2 2,746 万 m2 2,841 万 m2

家庭部門 世帯数 

「平成 25 年度人口推計報

告書」の推計結果を使用

し、データの存在しない年

の値は既知のデータより

直線で推移したと仮定し

て推計 

26,101 世帯 32,743 世帯 35,389 世帯

※1 統計データが秘匿扱いとなっているため、掲載を省略しています。 
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3.2.2 推計結果 

現状すう勢における 2020（平成 32）年度の区内の CO2 排出量は 246.8 万 t-CO2 で、1990

（平成 2）年度比で▲0.9%と推計されました（図 3-6）。 

1990（平成 2）年度比の増加率の内訳をみると、業務部門で＋16.2%、家庭部門で＋8.4%

とそれぞれ増減率が大きくなっています。業務部門では建物の床面積増加が、家庭部門について

は世帯数の増加が見込まれるため、それに伴い排出量も増加しています。 

2024（平成 36）年度においても引き続きこの傾向がみられ、CO2 排出量は 253.3 万 t-CO2

で、1990（平成 2）年度比で＋1.7%と推計されます。 

表 3-4  CO2排出量の将来推計結果 

単位：万 t-CO2 

部門 
1990 
年度 

2012 
年度 

2020 年度 2024 年度 
排出量 1990 年度比 排出量 1990 年度比

産業部門 17.5 6.2 6.2 ▲ 64.7% 6.2 ▲ 64.7%

運輸部門 57.3 42.6 39.1 ▲ 31.8% 38.0 ▲ 33.7%

業務部門 163.5 176.7 190.0 ＋ 16.2% 196.7 ＋ 20.3%

家庭部門 10.6 9.4 11.5 ＋ 8.4% 12.5 ＋ 17.1%

合計 249.0 234.9 246.8 ▲ 0.9% 253.3 ＋ 1.7%

   ※ 電気の CO2 排出係数は 1990 年度値で固定。 

   ※ 数値は四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。 

 

 

  ※ 電気の CO2 排出係数は 1990 年度値で固定。 

図 3-6  CO2排出量の将来推計結果 
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4 地球温暖化対策に関する千代田区の課題 
 

千代田区では、前計画に基づき地球温暖化＊対策を進めてきましたが、社会・経済の情勢の変

化により、新たな課題もあります。これらの課題を解決するための有効な対策を重点的に推進す

ることが必要です。 

 

① 区民の温暖化配慮行動における課題 

 

 
※ 昼夜間人口比率：算定式（昼間人口÷夜間人口×100）で求められる値で、夜間人口に対する昼間人口

の多さを示している。千代田区は 1,738.8（2010 年国勢調査調べ）で全国の自治体で最も高い。 

 

② 事業者の温暖化配慮行動における課題 

 

 

 

  

・膨大な人数にのぼる昼間区民の主体的な取組みが必要 

昼夜間人口比率※が全国の自治体で最も高い千代田区では、区内在住の人々だけで

なく、昼間区民による主体的な取組みが必要です。 

・家庭で取り組む CO2 削減対策が必要 

各家庭における省エネはこれまで推進してきましたが、さらなる削減のためには

もう一歩踏み込んだ対策が必要です。 

・区民が我慢するのではなく、快適に取り組める対策が必要 

生活に必要な行動を我慢するのではなく、快適に取り組める温暖化対策が必要で

す。 

・事業者の規模に応じた対策が必要 

区内には、先進的な対策に取り組んでいる大規模事業所が存在する一方、経済的

な理由等により抜本的な対策に取り組みにくい中小規模事業者も存在します。それ

ぞれの事業者において、取組みレベルに応じたさらなる対策のステップアップが求

められます。特に、中小規模事業者が取り組むうえで参考となるような、モデル的

な取組みが必要です。 

・経営改善の手段としての温暖化配慮行動の推進 

事業者が温暖化対策を事業活動における負担と捉えるのではなく、経営改善に役

立つ手段として率先的に取り組む機運を高めることが必要です。 
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③ まちづくり・地域交通における課題 

 

 

 

④ 千代田区の社会的役割としての課題 

 

 
 

⑤ 計画推進における課題 

 

 

  

・千代田区におけるエネルギー利用のあり方 

千代田区はエネルギーの大消費地であり、今後も活発な経済活動を背景としたエ

ネルギー需要が予想されます。区内におけるエネルギーの利用のあり方の検討と、

その実現のための仕組みの構築が必要です。 

・エネルギーを自給できる自立分散型エネルギー＊の導入 

東日本大震災を背景として、区内でも災害時にエネルギーを自給できる自立分散

型エネルギーの導入が必要です。 

・都市部における低炭素な地域交通手段としての自転車の活用 

まちづくりや地域交通における取組みと連携し、低炭素な地域交通手段として、

自転車の活用が必要です。 

・低炭素型社会＊のモデルとしても機能する温暖化対策の推進 

わが国の政治経済の中枢であり、東京都内で唯一の「環境モデル都市＊」である千

代田区においては、都市型の低炭素型社会のモデルとしても機能する温暖化対策の

取組みが必要です。 

・東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた区内の取組みの発信強化 

2020 年に開催が予定されている東京オリンピック・パラリンピック大会は、国

内外から多くの人々が訪れる大きなイベントであり、この機会に向けて区の取組み

の発信力を強化することが必要です。 

・多様な主体間の連携強化 

現在取り組んでいる地球温暖化対策をより拡大し、大きな成果を得るためには、各

主体が個々に活動するだけでなく、多様な主体が連携・参画して大きな対策を講じる

ことが必要です。 
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5 めざす将来像と計画の目標 
 

5.1 千代田区がめざす将来像 

5.1.1 めざす将来像 

 

 

 

 

 

千代田区は、わが国の政治経済の中心地として、発展をとげてきました。このため将来的にも

活発な経済活動が予想されます。 

そうした中で、今後も、経済と環境が調和したまちをめざし、千代田区のあらゆる主体が知恵

と力を合わせ、地球温暖化＊対策に取り組む必要があります。 

そこで、本計画では「エネルギー利用による CO2 排出ゼロのまち」を将来像と定め、地球温

暖化対策に取り組みます。 

なお、この将来像の実現に向けては、区内からの排出抑制を最優先の取組みとして位置付けま

す。また、成熟した都市が形成されている区内では、新たなエネルギーを創出する土地は限られ

ていますが、多くの都市活動によって排出される熱などの未利用エネルギー＊も存在すると考え

られ、その活用も視野に入れます。さらに、区内では事業活動を通して全国各地と繋がりを持つ

事業者が多く、区外での地球温暖化対策の取組みによって得られた CO2 削減量を区内に移転す

るオフセット＊を実施するという選択肢も存在します。そのため、創エネルギーの普及や区内排

出量のオフセットなど、あらゆる対策を講じることで、CO2 排出ゼロをめざしていくこととし

ます（図 5-1 参照）。 

 

図 5-1 めざす将来像の達成イメージ 
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5.1.2 各主体の役割 

地球温暖化対策の取組み主体である区民（在勤・在学者、来訪者を含む）、事業者、区（行政）

には、将来像の実現に向けて、それぞれの立場に応じた役割が求められます。 

区民は、日常生活や社会貢献活動等を通じて、身近な地球温暖化対策に取り組むとともに、環

境学習や環境教育を通じて正しい知識・情報の取得に努め、家庭や地域コミュニティの中で取組

みの輪を広げていくことが求められます。 

事業者は、自身の事業活動における地球温暖化対策に取り組むとともに、オフィスや店舗等に

おける従業員に対する取組みの促進・支援に努めることが求められます。また、地域社会の一員

として、地域貢献の一環として地域イベントへの協力・参加や区民の取組みを支援する役割も担

う必要があります。 

区は、区民・事業者にとって最も身近な行政機関として、区民・事業者の自発的な取組みを誘

導するとともに、率先して地球温暖化対策の普及・啓発・支援に取り組むことが求められます。

また、区内の取組みを国内外に発信するとともに、他都市における排出削減活動やオフセットな

どとの連携活動を主導し、区民・事業者と共に温暖化対策に取り組む機会を創出する役割を担い

ます。 

各主体の具体的な行動指針は、「7 区民・事業者の地球温暖化対策を促進するための指針」

に示しています。 

 

 

図 5-2 各主体の役割 

 

  

事業者 
 

・自社の事業活動における取組み 

・従業員による取組み促進・支援 

・地域の取組支援 

区 
 

・区民・事業者に対する普及・啓発・支援 

・率先的な取組みの推進 

・区内外への発信 

・地域間連携の推進 

区民 
 

・日常生活における取組み 

・正しい知識・情報の取得 

・地域における取組みの輪への参

加・拡大 

連携 

連携 

連携 
支援 
誘導 

支援 
誘導 



 21

5.2 CO2排出量の対策目標 

5.2.1 対策目標 

本計画では、区内のエネルギー起源 CO2 排出量に関して、条例上の 2020（平成 32）年度

まで、短期の 2024（平成 36）年度まで及び長期の 2050（平成 62）年度までにおける対策

目標をそれぞれ定めます。 

基準年は、条例の中期対策目標が京都議定書＊の基準年と合わせて設定した 1990（平成 2）

年度とします。 

 

≪対策目標≫ 

■条例上 

2020（平成 32）年度までに、区内のエネルギー起源 CO2 排出量を 25%削減※1

します。 

■短期 

2024（平成 36）年度までに、区内のエネルギー起源 CO2 排出量を 30%削減※2

します。 

■長期 

2050（平成 62）年度までに、区内のエネルギー起源 CO2 排出量を 80%削減※3

します。 

（上記の対策目標はいずれも 1990（平成 2）年度比）

※1 「千代田区地球温暖化対策条例」にて定められた対策目標 

※2 条例上の対策目標から長期目標を見据えての対策目標 

※3 国の「第四次環境基本計画」（2012（平成 24）年 4 月）を参考に設定した対策目標 
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5.2.2 対策目標の達成に向けた CO2削減のロードマップ 

本計画で掲げる対策目標の達成に向け、条例上及び短期の目標年次における CO2 排出削減目標のロード

マップを図 5-3 及び表 5-1 に示します。 

業務部門の CO2 排出量は、区内の CO2 排出量の約 3/4 を占め、約 4,700 棟の事業所ビルの省エネ化が

必要であるため、良質な建物のストックを推進し、低炭素型社会＊の構築をめざします。 

新築建物においては、（仮称）環境事前協議制度を構築し、（仮称）環境対策基金の活用も視野に入れ、低

炭素建築物への誘導を図ります。また同時にＺＥＢモデル施設の設置をめざします。 

既存建物については、設備機器の更新にあわせて効果的な省エネ化を推進するとともに、中小テナントを

重点にグリーンストック作戦＊【業務版】をはじめとした、様々な活動により地域との繋がりをもちながら、

区民と共に低炭素化を促進します。 

さらに大規模建築物の計画時や、地域冷暖房＊施設の更新時など、さらなる面的エネルギー利用＊の促進を

図ることで、地域の省エネ化に繋げます。 

家庭部門については、区民の 8 割以上がマンションに居住していることから、グリーンストック作戦【マ

ンション版】等によるマンション等のスマート化を促進して CO2 総排出量を 1990 年度レベルに抑制する

ことをめざします。 

産業部門・運輸部門については、エコドライブ＊やシェアサイクリング等の環境保全意識の周知と、技術革

新やライフスタイルの変化、区の施策の総合的な展開による、すう勢に応じた CO2 削減をめざします。 

表 5-1 対策目標の達成に向けた CO2削減のロードマップ 

単位：万 t-CO2
＊ 

  

1990 

年度 

排出量

2012 

年度 

排出量

2020 年度 2024 年度 

現状 

すう勢＊

削減

量 

対策後 

排出量 

対策後 

1990 年度比 

現状 

すう勢 

削減

量 

対策後

排出量

対策後 

1990 年度比

産業部門 17.5 6.2 6.2 - 6.2 ▲ 64.7% 6.2  - 6.2 ▲ 64.7%

運輸部門 57.3 42.6 39.1 - 39.1 ▲ 31.8% 38.0  - 38.0 ▲ 33.7%

業務部門 163.5 176.7 190.0 58.8 131.2 ▲ 19.8% 196.7  79.2 117.5 ▲ 28.2%

家庭部門 10.6 9.4 11.5 1.2 10.3 ▲ 2.9% 12.5  1.8 10.6 0%

森林吸収 - - - 0.1 - - - 0.1 - - 

計 249.0 234.9 246.8 60.1 186.7 ▲ 25.0% 253.3  81.1 172.2 ▲ 30.9%

※ 電気の CO2 排出係数は 1990 年度値で固定。 

※ 数値は四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。 

 
※ ZEB の導入促進などにおいて、2024 年までに事務所ビルの 1/4（注 1）が新築され、そのうち 1/2（注 2）が平均で ZEB を実現していることをめざす。 

（注 1）事務所ビルの耐用年数を平均 40 年と仮定した場合の計画期間 10 年間における建替割合。 

（注 2）国のエネルギー基本計画では、2030 年までに「平均で ZEB を実現」としているため、2024 年時点での導入量は半数程度と想定。 

※ グリーンストック作戦【業務版】などにおいて、2024 年までに事務所ビルの 2/3（注 3）において、省エネ改修により 50%程度の省エネをめざす。 

（注 3）事務所ビルの機器の耐用年数を平均 15 年と仮定した場合の計画期間 10 年間における改修割合。 

※ 電気の CO2 排出係数＊は 1990 年度値で固定。 

※ 数値は四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。 

図 5-3 対策目標の達成に向けた CO2削減のロードマップ 
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6 基本方針と施策 
 

6.1 基本方針 

本計画では、めざすべき将来像を「エネルギー利用による CO2 排出ゼロのまち」と定めまし

た。 

また、条例に基づく削減目標（1990 年度比で 2020 年度までに CO2 排出量の 25％削減）

のほか、新たな短期目標として 2024 年度までに 30％削減、さらに長期目標として 2050 年

度までに 80％削減を掲げています。 

このめざすべき将来像の実現及び対策目標の達成に向けて、下記に示す７つの基本方針のもと

地球温暖化＊対策に取り組みます。 

 

  

基本方針 1. 消費するエネルギーを「減らす」 

基本方針 2. 区内でクリーンなエネルギーを「創る」 

基本方針 3. 区外から調達するエネルギーをクリーンなエネルギーに「替える」 

基本方針 4. エネルギーを「スマートに使う」 

基本方針 5. 様々なエネルギーシステムを「備える」 

基本方針 6. 環境モデル都市千代田の取組みを「広める」 

基本方針 7. 地球温暖化対策に「力を合わせる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 基本方針の概念図 
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基本方針１. 消費するエネルギーを「減らす」 

区内では、家庭、事業所、地域交通などのあらゆる場面でエネルギーが消費されていま

す。地球温暖化対策に取り組むうえで必要な取組みは、まずは消費するエネルギーを減ら

すことです。消費するエネルギーを減らすことは、CO2 の排出削減につながるだけでなく、

エネルギー消費にかかるコストの削減などのメリットもあります。しかし、むやみにエネ

ルギーを減らせば、区内における経済活動や生活を妨げることとなるため、一定の配慮が

必要です。 

消費するエネルギーを減らすため、照明の消灯や空調の温度設定などの、ソフト面での

省エネルギー行動を促す普及啓発を行います。加えて、ハード面の対策として家庭・事業

所においてエネルギー効率の高い建物への改修や、機器の導入を促す仕組みをつくること

で、エネルギー利用の効率を向上させます。これらの対策により、区内における経済活動

や生活を妨げることなく、消費するエネルギーを減らしつつ、快適な生活が送れるよう取

り組みます。 

 

基本方針２. 区内でクリーンなエネルギーを「創る」 

業務系の建物が多く集積し、都市化が進行した区内にも、太陽エネルギーやバイオマス

エネルギー＊など、利用可能な地域資源としての再生可能エネルギー＊が存在します。また、

技術の革新により、ビルの排熱などの未利用エネルギー＊や、水素のような新たなエネル

ギーの活用も実用化に向けた検討が進んでいます。 

石油などの化石燃料に依存するのではなく、太陽エネルギーやバイオマスエネルギーな

どのクリーンなエネルギーを創り、活用することで、CO2 排出量の少ないエネルギー利用

を推進します。加えて、未利用エネルギーや水素エネルギー＊の活用について調査・検討し

た上で積極的な導入を図ります。 

 

基本方針３. 区外から調達するエネルギーをクリーンなエネルギーに「替える」 

千代田区は、わが国の政治・経済の中心であり、高度な業務機能が集積しているため、

今後も活発な経済活動が予想されます。そのため、必要となる膨大なエネルギーを区内だ

けで賄うことは困難であり、引き続き、区外からもエネルギーの調達が欠かせません。 

そこで、区外の他地域と連携し、CO2 排出量の少ないクリーンなエネルギーを導入する

ほか、各種制度の活用により、排出した CO2 のオフセット＊の検討を進めます。 
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基本方針４. エネルギーを「スマートに使う」 

エネルギーを管理・制御する技術の発達に合わせ、エネルギーを賢く利用する社会であ

る“スマートコミュニティ＊”の概念が広がりつつあります。 

既存の建物の改修や新築の際に、建物内や建物間、地域内でのエネルギーの効率的な利

用や融通＊した利用を検討し、需要と供給に合わせてエネルギーを上手にコントロールする

システムを構築することで、賢いエネルギー利用を推進します。 

 

基本方針５. 様々なエネルギーシステムを「備える」 

東日本大震災の発生以降、災害時においても使用可能で、かつ一定期間の経済活動が可能

なエネルギーを備えるため、分散型エネルギー＊の導入等により災害に備える機運が高まっ

ています。 

そこで、再生可能エネルギー等を活用することで、低炭素で独立した持続可能なエネル

ギー源を確保します。 

 

基本方針６. 環境モデル都市＊千代田の取組みを「広める」 

千代田区は、わが国の政治・経済の中心であり、わが国全体や世界に対する大きな情報発

信力を持ち合わせています。 

加えて、2020（平成３２）年には東京オリンピック・パラリンピックが区内においても

開催される予定であり、区内を訪れる人々の増加も予想されます。 

区内で行われる先進的な地球温暖化対策を、区内を訪れる人々やメディアを通して、“環

境モデル都市”の取組みを国内や世界に対して発信します。 

 

基本方針７. 地球温暖化対策に「力を合わせる」 

地球温暖化対策の成果を得るためには、区・区民・事業者が一体となって取り組むことが

重要です。区は、各主体に対して普及啓発や教育・学習を推進するほか、主体間の連携を促

進するための場や機会をつくり、区民・事業者と協働した取組みを進めます。 

また、多くの都市機能が集中する千代田区では、ヒートアイランド現象＊の影響を受けや

すくなっています。生物多様性＊保全などに配慮した、快適に過ごせる環境の創出に取り組

む必要があります。 

加えて、将来の地球温暖化やヒートアイランド現象の進行に備え、その影響を軽減するた

めの普及啓発・情報提供を進めます。 
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6.2 施策の体系 

本計画では、７つの基本方針のもとに、以下に示す施策の体系を掲げ、地球温暖化対策に取り組みます。 

また、７つの基本方針を網羅するように計画を代表する事業である「主要事業」を９つ設定し（詳細は後述）、以下のように施策の体系と関連付けて取り組みます。 

 

 

 

主要事業

2-3. 水素エネルギーの活用の促進

3-1. 区外でつくられたクリーンなエネルギーの導入

2-1. 再生可能エネルギーの導入促進

2-2. 未利用エネルギーの活用の促進エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
に
よ
る
C
O
2

排
出
ゼ
ロ
の
ま
ち

1. 消費するエネルギーを「減らす」 1-1. 家庭における温暖化対策行動の推進

1-2. 事業所における温暖化対策行動の推進

1-3. 地域交通の低炭素化の推進

2. 区内でクリーンなエネルギーを「創る」

   4-2. スマートコミュニティの形成

   3. 区外から調達するエネルギーを
       クリーンなエネルギーに「替える」

   6-1. オリンピック・パラリンピックに向けた、
           目に見えて体感できる取組みの推進

  7-1. 区民に対する温暖化対策行動の普及啓発の
          推進

7-6. 連携・協働のための体制づくりの推進

6. 環境モデル都市千代田の取組みを「広める」

7. 地球温暖化対策に 「力を合わせる」

7-4. 快適で涼しいまちづくりの推進

   3-2. 地方と連携したCO2削減のためのしくみの

           活用

7-5. 地球温暖化の進行に備えた対策の推進

4. エネルギーを 「スマートに使う」 4-1. 建物のスマート化の促進

5. 様々なエネルギーシステムを「備える」 5-1. 分散型エネルギーの確保 

7-3. 環境教育・環境学習の推進

  7-2. 事業者に対する温暖化対策行動の普及啓発の
　　　　　推進

基 本 方 針将来像 施 策

主要事業1 （仮称）環境事前協議制度の創設

主要事業2 コミュニティサイクルの推進

主要事業3 地域エネルギーデザインの策定・運用

主要事業4 地方との連携による森林整備事業

主要事業5
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）
モデル施設の設置

主要事業6
温暖化対策促進地域の指定制度の
構築・運用

主要事業7
拠点開発における面的エネルギー利用の
導入促進

主要事業8 （仮称）ちよだエコセンターの開設

主要事業9 （仮称）環境対策基金の創設
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6.3 重点的に取り組む事業 

本計画では、目標の達成に向けて、７つの基本方針のもとで各施策とそれに関わる具体的な事

業を推進していきます。その中でも、計画を代表する事業を「主要事業」として位置づけ、その

概要と実施スケジュールを示します。 

 

 

 

主要事業 1 （仮称）環境事前協議制度の創設 基本方針 1 

概要 関連施策 1-2 

 建築物の新築等を行う事業者と区が CO2 排出量の削減に関して事前協議を行う「（仮称）環

境事前協議制度」を創設し、様々な対策について協議することで、経済と環境が調和した

CO2 排出量の少ない社会をめざします。 

 創設にあたっては、既存の環境評価制度である「千代田区建築物環境計画書制度＊」を見直

し、制度構築を検討するとともに、（仮称）環境対策基金を財源に、削減割合に応じたイン

センティブ＊を付与するなどの誘導策についても検討します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

     

主要事業 2 コミュニティサイクルの推進 基本方針 1，6 

概要 関連施策 1-3，6-1 

 区内に複数設置したサイクルポート（自転車の貸出・返却拠

点）であれば、どこでも自転車を借りることができ、どこの

サイクルポートでも返却できる自転車のシェアリング事業

「コミュニティサイクル」を推進することで、自転車利用を

促進します。 

 自動車から自転車への転換により CO2 排出量を削減すると

ともに、環境にやさしい自転車の利用促進により環境意識の向上を図り、地域交通の低炭素

化をめざします。 

 実証実験として３年間を目途にコミュニティサイクルを実施し、本格運用に向け様々な視点

から検証・検討を行います。また、自転車道・自転車レーンの整備による安全確保、さらに

2020 年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、周辺自治体との連携についても検

討します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

     

・創設
・運用 

・調査 
・検討 

・実証実験（本格運用に向けた検討）
・周辺自治体との連携推進 

・事業の本格運用
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主要事業 3 地域エネルギーデザインの策定・運用 基本方針 2，4，5 

概要 関連施策 
2-1，2-2，

4-2，5-1 

 千代田区におけるエネルギーのポテンシャル＊や地域特性を調査し、地域にあったエネル

ギーの活用の方向性を示すとともに、未利用エネルギー※１の有効活用やクリーンなエネル

ギーである再生可能エネルギー※２の創出などについても検討し、「エネルギー利用による 

CO２排出ゼロ」を推進します。 

 低炭素型社会＊の構築に加え災害に強いまちづくりをめざして、千代田区におけるエネル

ギーのあり方、みちすじを明確にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 未利用エネルギーとは、①下水熱、②ビル排熱、③地中熱、④中水熱、⑤地下鉄（施設）熱、⑥河川水熱、

⑦バイオマス 等をさします。 

※２ 再生可能エネルギーとは、①太陽光、②太陽熱、③風力、④水力 等をさします。 

※３ エリアエネルギーマネジメントとは、一定のエリア内でエネルギーを効率的に使用するため、設備・装置

を管理し、エネルギーの最適化を図るシステムをさします。 

※４ BCP とは、事業所において、非常時に一定期間の事業活動が継続できる、エネルギー利用に関する計画

をさします。 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

     ・調査・検討・運用 

◆千代田区エネルギーデザイン（イメージ） 

 

エリア A 
・ZEB 
・再生可能エネルギー利用 
・エリアエネルギーマネジメ 
ント※３ 

エリアＣ 
・DHC（地域冷暖房） 
・下水熱利用 
・BCP※4＊強化 

エリアＢ 
・ZEB 
・地中熱利用 
・エリアエネルギーマネジメ
ント※３ 
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 カーボン・オフセットとは 

カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において排出する CO2 等の温室効果ガス＊

について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても削減できない温室効

果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出さ

れる温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。直接的な CO2 削減効果はありませんが、

実施するためのコストがかかることから、間接的にはオフセット実施者の CO2 削減意識の向上

へとつながることが期待されます。 

わが国では、カーボン・オフセットに用いる温室効果ガスの排出削減量・吸収量を、信頼性

のあるものとするため、国内の排出削減活動や森林整備によって生じた排出削減・吸収量を認

証する「オフセット・クレジット（J-VER）制度」を 2008（平成 20）年に創設し、2013

年度からは、大企業等による技術・資金等の提供を通じて中小企業等が行った温室効果ガス排

出削減量を認証する「国内クレジット制度＊」と J-VER 制度が発展的に統合した「Ｊ－クレジッ

ト制度＊」を開始しました。 

 
出典：環境省ウェブサイト 

図 6-2 カーボン・オフセットの考え方 

主要事業 4 地方との連携による森林整備事業 基本方針 3 

概要 関連施策 3-2 

 千代田区と高山市との森林整備実施に係る協定に基

づき、2012（平成 24）年度～2020（平成 33）

年度の 10 年間で、岐阜県高山市の市有林約 100ha

を整備します。 

この森林整備により育成した森林の CO2 吸収量の増

加分について、岐阜県の制度で認証を受け、区の排出

量とカーボン・オフセット＊します。 

 姉妹都市の群馬県嬬恋村では、区民が参加する植樹ツアーを継続実施するとともに、高山市

と同様に、カーボン・オフセットについて検討します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

  

 

 

 

   

・他都市との森林整備協定によるカーボン・オフセットの検討・実施 

・高山市との森林整備の実施 

コラム３ 
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 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは 

ZEB とは、Zero Energy Building の略で、日本語では一般的に「ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル」とよばれます。 

ビルの中では、人がエネルギーを使用しているため、ビル内のエネルギー使用量を完全にゼ

ロにすることはできませんが、ZEB は「一次エネルギーの正味（ネット）でほぼゼロにするこ

と」を意味しています。これは消費エネルギー量と同量のエネルギーをビル内で生産すること

によって達成可能（消費分と生産分を相殺）となる仕組みです。近年、各建設会社等による研

究・開発が進められています。 

わが国の「エネルギー基本計画」

（2014 年 4 月）では、2030（平成

32）年までに新築建築物の平均で

ZEB を実現することをめざすという

目標が掲げられており、今後、千代田

区内においても普及が加速することが

見込まれます。 

出典：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）ウェブサイト

図 6-3 ZEB の実現イメージの例 

主要事業 5 
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB） 

モデル施設の設置 
基本方針 ４ 

概要 関連施策 4-1 

 事務所ビルの低炭素化を促進するた

め、省エネ化に加え、再生可能エネ

ルギー（太陽光・風力等）を最大限

に利用することで、建物のエネル

ギー収支が限りなく「ゼロ」となる

施設を検討します。 

 モデル施設の取組み・運用状況等の情報を積極的に発信することで、「環境モデル都市千代

田」として、区内事務所ビル等のゼロエネルギー化を促進します。 

 モデル施設の設置にあたっては、環境に関する拠点となる（仮称）ちよだエコセンターを

ZEB のモデル施設とすることを検討します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

 

 

     ・構想

・設計 
・工事

・開設・事業者 
選定 ・運営

コラム４ 

超省エネ 

100%一般ビル

ZEB

年間消費エネルギー 0 年間生成 

エネルギー

創エネ 

年間収支０ （ 生成 － 消費 ＝０） 
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主要事業６ 温暖化対策促進地域の指定制度の構築・運用 基本方針 4 

概要 関連施策 4-2 

 地域単位で地球温暖化対策に取り組む地域を、「温暖化対策促進地域」に指定し、様々なま

ちづくりの制度と連動した取組みなど、地域単位の温暖化対策を推進します。 

 建物単体の対策だけでなく、地域ごとの特性や課題を的確に捉え、地域に必要な温暖化対策

を、集中的に推進することにより、一層の低炭素化を図ります。 

 指定する範囲や指定地域の抽出方法、要件、インセンティブ等について、候補地域との協議

等を行うとともに、地域エネルギーデザインの構築に合わせ、地域指定を検討します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

     

主要事業７ 拠点開発における面的エネルギー＊利用の導入促進 基本方針 4 

概要 関連施策 4-2 

 拠点開発における面的エネルギー利用の導入促進においては、複数の建物や街区、地区と

いった一定の広がりを持った「面」でアプローチすることにより、建物単体では取り組むこ

とのできない、より効率的・効果的な地球温暖化対策を推進します。 

 複数建物等における一体的な取組みとして、エリアマネジメント＊、エネルギー供給システ

ム、コージェネレーションシステム＊の導入及び未利用エネルギーの活用などについて検討

するとともに、各エリアで自立したエネルギー供給を確保することによる災害に強いまちづ

くりについても検討します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

     

・指定制度の検討・運用

・事業化の可能性 
検討の実施 
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主要事業８ （仮称）ちよだエコセンターの開設 基本方針 6，7 

概要 関連施策 6-1，7-3 

 ①環境学習の拠点、②環境マネジメントシステム＊普及の拠点、③リサイクルの拠点、④環

境に関するネットワークの拠点をめざし、（仮称）ちよだエコセンターを開設します。 

 （仮称）ちよだエコセンターは、各主体に対する温暖化対策行動の普及啓発や環境教育・環

境学習を推進するほか、主体間の連携を促進するための場や機会をつくり、一体的な活動を

支援します。 

 「環境モデル都市」として、区内の民間オフィスビルのゼロエネルギー化を促進するため、

（仮称）ちよだエコセンターを再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用した「ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）」のモデル施設とすることを検討します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

 

 

     

主要事業９ （仮称）環境対策基金の創設 基本方針 7 

概要 関連施策 7-6 

 区内の生活環境の向上に貢献するとともに、条例及び本計画に定める目標達成に向け、施策

推進の実行性を財政面からサポートするために、（仮称）環境対策基金を創設します。 

 

実施 

スケジュール 

2015 2016 2017 2018 ～2020  ～2024 

 

 

 

     

・（仮称）環境対策基金の創設・運用

・構想

・設計 
・工事

・開設・事業者 
選定 ・運営
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6.4 取組みの内容 

本計画で取り組む全ての地球温暖化対策について、施策ごとに関連する事業を示します。 

なお、複数の施策に関連する施策については、主たる施策には事業名を、従たる施策には

事業名及び「再掲」と記しています。 

 

基本方針１. 消費するエネルギーを「減らす」 

消費するエネルギーを減らすため、確実に実施可能なソフト面での省エネルギー行動を第

一とした普及啓発を行います。加えて、ハード面の対策として家庭・事業所においてエネル

ギー効率の高い建物への改修や、機器の導入を促す仕組みをつくることで、エネルギー利用

の効率を向上させます。これらの対策により、区内における経済活動や生活を妨げることな

く、消費するエネルギーを減らしつつ、快適な生活が送れるよう取り組みます。 

 

1-1 家庭における温暖化対策行動の推進 

1  家庭や団体で取り組む省エネ活動 

2  区民・事業者に対する新エネルギー・省エネルギー機器の導入支援 

1-2 事業所における温暖化対策行動の推進 

3  （仮称）環境事前協議制度の創設【主要事業１】 

4  千代田区温暖化配慮行動計画書制度＊ 

5  自主行動計画書の作成支援 

6  省エネ法の届出と定期報告の受付事務 

7  グリーンストック作戦＊【業務版】（既存建物の低炭素化） 

8  区有施設の省エネ化推進 

1-3 地域交通の低炭素化の推進 

9  コミュニティサイクルの推進【主要事業２】 

10 公用車へのエコカー（水素自動車）の導入 

11 グリーン物流システム＊の運用促進 

12 環境保全意識周知（エコドライブ＊） 
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１－１ 家庭における温暖化対策行動の推進 

家庭において、区民による省エネ活動のさらなる浸透を図ります。 

【具体的な事業】 

１  家庭や団体で取り組む省エネ活動 

 電化製品のエネルギー使用量や CO2 排出量が確認できる機器を貸し出し、エネルギー

使用量の見える化＊を推進し、省エネ行動の啓発を図ります。 

 区や CES＊推進協議会が開催する講演会や催しの参加者や自主的にエコ活動を実践す

る団体・グループに対して、参加人数などに応じて環境省が推進する「エコ・アクショ

ン・ポイント」を付与します。ポイントは、集めた数に応じて商品等に交換可能であり、

催しへの継続的な参加や家庭等での省エネ行動を促します。 

 各家庭における節電・省エネ行動の更なる推進を図るため、東京都が実施する「家庭の

省エネアドバイザー制度」を活用し、省エネルギー診断＊の受診を促進します。また、

受診を促すためのインセンティブを検討します。 
 

２  区民・事業者に対する新エネルギー・省エネルギー機器の導入支援 

 区内 CO2 排出量の削減及び環境保全の意識啓発を図るため、区民・事業者による温暖

化対策を支援するとともに、快適な生活や経済活動を妨げることなく、消費するエネル

ギーを削減することができる高効率な機器・設備の導入を促進します。 

 省エネ家電・設備への更新や新エネ・創エネ・蓄エネ設備等の導入を促進する助成制度

や省エネ相談、技術的なアドバイス、環境情報の発信等の適切な支援を行います。 
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１－２ 事業所における温暖化対策行動の推進 

区内の事業所において、温暖化対策行動に取り組むことを推進します。 

【具体的な事業】 

３  （仮称）環境事前協議制度の創設 【主要事業１】 （⇒ p.27 参照） 

 

４  千代田区温暖化配慮行動計画書制度 

 区内の事業所が取り組んでいる「環境活動」「環境教育」「地域貢献」などの温暖化配慮

行動について、その実施状況や計画を毎年区へ報告してもらい、その取組状況を公表す

るとともに模範となる配慮行動を表彰することにより、事業者の温暖化配慮行動を促進

します。 
 

５  自主行動計画書の作成支援 

 エネルギー消費量の多い大学や病院、ホテル等を中心に、区民や事業者の自主的な温暖

化対策を図るため、本計画「7.1 区民や事業者の配慮行動を促進するための指針（配慮

行動指針）」（p.54）を踏まえた各主体の「自主行動計画」の作成を促進します。 

 区は、自主行動計画の作成にあたり積極的に支援します。 
 

６  省エネ法の届出と定期報告の受付事務 

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づき、新築、増改築及び

一定規模以上の改修を行う建物主が、省エネ措置の届出及び維持保全状況を所管行政庁

へ届け出ることで、建物の低炭素化を促進します。 
 

７  グリーンストック作戦【業務版】（既存建物の低炭素化） 

 区内全域の既存中小建物を主な対象に、省エネルギー診断の受診及びその後の運用改善＊

や設備改修を促進し、また、設備改修や新エネ・創エネ・蓄エネ機器等の導入について

は、助成制度等の支援を併せて実施することで、効果的に低炭素化を推進します。 

 

８  区有施設の省エネ化推進 

 区が率先して区有施設の省エネ化に取り組み、CO2 排出量を削減するとともに、区民・

事業者の意識啓発を図ります。 
 

 

区有施設の省エネ化（麹町中学校） 
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１－３ 地域交通の低炭素化の推進 

従来より低炭素な交通手段を実現するほか、自転車を利用しやすい環境を整備することで、

エネルギーを消費しない移動手段を普及させます。 

【具体的な事業】 

９ コミュニティサイクルの推進 【主要事業２】 （⇒ p.27 参照） 

 

１０ 公用車へのエコカー（水素自動車）導入 

 公用車の買替え等の際に、非常時における電源としての役割が大きく期待される環境負

荷の小さい水素自動車等のエコカーを導入します。 
 

１１ グリーン物流システムの運用促進 

 地球温暖化対策及び地域交通環境の改善を目的に、区外から区内へ流入する貨物車両の

共同化など、物流を効率化するシステムを地域と連携し検討します。 
 

１２ 環境保全意識周知（エコドライブ） 

 急発進や急加速の少ない無駄のない運転方法（エコドライブ）を、区民や事業者に対し

て普及啓発し、自動車の運転における燃費改善を促進します。 
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基本方針２. 区内でクリーンなエネルギーを「創る」 

石油などの化石燃料に依存するのではなく、太陽エネルギーやバイオマスエネルギーなど

のクリーンなエネルギーを創り、活用することで、CO2 排出量の少ないエネルギー利用を推

進します。加えて、未利用エネルギーや将来的なエネルギーの中心的な役割として期待され

る水素エネルギーの活用について調査・検討や積極的な導入を行い、区内でクリーンなエネ

ルギーを創ります。 

 

2-1 再生可能エネルギーの導入促進 

13 地域エネルギーデザインの策定・運用【主要事業３】 

14 区民・事業者に対する新エネルギー・省エネルギー機器の導入支援（1-1 の再掲）

15 区有施設に対する太陽光発電等の導入促進 

2-2 未利用エネルギーの活用の促進 

16 地域エネルギーデザインの策定・運用（2-1 の再掲）【主要事業３】 

2-3 水素エネルギーの活用の促進 

17 公用車へのエコカー（水素自動車）の導入（1-3 の再掲） 

18 水素エネルギー利用環境の整備促進 

19 水素エネルギーの活用の調査・検討 
 

 

２－１ 再生可能エネルギーの導入促進 

区内での再生可能エネルギー導入に対する支援や、区有施設における率先的な導入を行いま

す。 

【具体的な事業】 

１３ 地域エネルギーデザインの策定・運用 【主要事業３】 （⇒ p.28 参照） 

 

１４ 区民・事業者に対する新エネルギー・省エネルギー機器の導入支援 （１－１の再掲） 

 

１５ 区有施設に対する太陽光発電等の導入促進 

 区有施設で省エネルギー対策を推進するため、施設の改築や大規模改修時に太陽光発電

等の導入を図ります。 
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２－２ 未利用エネルギーの活用の促進 

地中熱をはじめとした、未利用エネルギーの導入を推進します。 

【具体的な事業】 

１６ 地域エネルギーデザインの策定・運用 （２－１の再掲） 【主要事業３】 （⇒ p.28 参照） 

 
 

 

２－３ 水素エネルギー活用の促進 

これまでの省エネルギー対策に加え、化石燃料を使わない“水素社会”の実現に向けて、検

討を進めていきます。 

【具体的な事業】 

１７ 公用車へのエコカー（水素自動車）の導入 （１－３の再掲）  

 

１８ 水素エネルギー利用環境の整備促進 

 東京都と連携しながら、区内での水素ステーションの整備を推進します。 

 

１９ 水素エネルギーの活用の調査・検討 

 新たなエネルギー源としての水素の活用の可能性について、調査・検討を行います。 

 
 

 

 

       

太陽光発電の導入（神田一橋中学校） 

  

排熱 
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 水素エネルギーとは 

水素は、利用段階で CO2 を排出しない究極のクリーンエネルギーです。従来、水素の活用技

術には、技術面、コスト面など多くの課題が存在していましたが、技術革新が進み、既に複数の

技術が実用化段階にあります。水素と酸素を化学反応させて電気と熱をつくる燃料電池＊は、熱

変換効率が高いことから、CO2 の排出を抑えることができ、家庭用燃料電池コージェネレーショ

ンシステムの「エネファーム」として既に普及が進んでいます。また、2014（平成 26）年

12 月には、一般販売向け燃料電池車の発売が開始されました。 

今後も、水素の活用技術は幅広い分野に適用されることが期待されており、わが国のエネル

ギー消費の構造に大きな変化をもたらす可能性があります。 

     

 

わが国では、2014（平成 26）年 6 月に今後の水素エネルギーの活用のあり方や水素社会実

現に向けた関係者の取組みを示した「水素・燃料電池戦略ロードマップ」をとりまとめ、公表し

ています。同戦略では、水素の活用について、技術的課題の克服や経済性の確保に要する期間の

長短に着目し、下図のとおり、3 つのフェーズに分けて取組みを進めていくこととしています。

 

 
出典：「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（経済産業省） 

図 6-4 水素社会実現に向けたロードマップ 

  

コラム５ 
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基本方針３. 区外から調達するエネルギーをクリーンなエネルギーに「替える」 

区外の他地域と連携し、CO2 排出量の少ないクリーンなエネルギーを導入するほか、各種

制度の活用により、排出した CO2 のオフセットを推進するなど、区外から調達するエネル

ギーをクリーンなエネルギーに替えていきます。 

 

3-1 区外でつくられたクリーンなエネルギーの導入 

20 清掃工場の排熱から発電した電気の活用 

3-2 地方と連携した CO2 削減のためのしくみの活用 

21 地方との連携による森林整備事業【主要事業 4】 

22 交流事業（ちよだ・つま恋森づくり植樹ツアー） 

23 国内クレジット・排出量取引制度の活用の検討 

 

３－１ 区外でつくられたクリーンなエネルギーの導入 

区外の施設と連携し、クリーンなエネルギーを区内で利用します。 

【具体的な事業】 

２０ 清掃工場の排熱から発電した電気の活用 

 区有施設において、より CO2 排出量の少ないエネルギーを使用するため、清掃工場の

排熱を利用して発電した電気の供給を継続します。また、教育施設を中心に順次、導入

施設の拡大を図ります。 
 

 

 

３－２ 地方と連携したＣＯ2 削減のためのしくみの活用 

地方の森林整備などへの協力を通じて、区内で発生した CO2 をオフセットするためのしくみ

を活用します。 

【具体的な事業】 

２１ 地方との連携による森林整備事業 【主要事業４】 （⇒ p. 29 参照） 

 

２２ 交流事業（ちよだ・つま恋森づくり植樹ツアー） 

 区内在住・在勤・在学者が、環境学習の一環として地方都市の市民と交流しながら植樹

などの森林整備活動を体験し、森林保全の大切さや自然保護意識の啓発を行います。 
 

２３ 国内クレジット・排出量取引制度の活用の検討 

 国による国内クレジット制度や J-クレジット制度、東京都による排出量取引制度の仕

組みを補完的に活用しながら、千代田区における低炭素化の推進を検討します。 
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基本方針４. エネルギーを「スマートに使う」 

既存の建物の改修や新築の際に、建物内や建物間、地域内でのエネルギーの最適な利用や

面的利用を検討し、需要と供給に合わせてエネルギーを上手にコントロールするシステムを

構築することで、エネルギーをスマートに使います。 

 

4-1 建物のスマート化＊の促進 

24 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）モデル施設の設置【主要事業５】 

25 グリーンストック作戦【業務版】（既存建物の低炭素化）（1-2 の再掲） 

26 グリーンストック作戦【マンション版】（既存建物の低炭素化） 

4-2 スマートコミュニティの形成 

27 地域エネルギーデザインの策定・運用（2-1 の再掲）【主要事業３】 

28 温暖化対策促進地域の指定制度の構築・運用【主要事業６】 

29 拠点開発における面的エネルギー利用の導入促進【主要事業７】 

30 地域冷暖房＊システムの導入促進 

 

 

４－１ 建物のスマート化の促進 

区内の建物において、エネルギー利用のスマート化、低炭素化を促進します。 

【具体的な事業】 

２４ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）モデル施設の設置 【主要事業５】 （⇒ p.30 参照） 

 

２５ グリーンストック作戦【業務版】（既存建物の低炭素化） （１－２の再掲） 

 

２６ グリーンストック作戦【マンション版】（既存建物の低炭素化） 

 マンション等の集合住宅に対して、照明機器、給湯機器の効率改善による効果や、建物

の断熱化の効果、MEMS の導入効果及びこれらの導入方法などの情報発信を行い、機

器や設備の更新時や新規購入時の省エネ化を支援します。 
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４－２ スマートコミュニティの形成 

複数の建物間や、街区、地域内において、エネルギー利用を通じた連携を図り、スマートコ

ミュニティの形成を促進します。 

【具体的な事業】 

２７ 地域エネルギーデザインの策定・運用 （２－１の再掲） 【主要事業３】 （⇒ p.28 参照） 

 

２８ 温暖化対策促進地域の指定制度の構築・運用 【主要事業６】 （⇒ p.31 参照） 

 

２９ 拠点開発における面的エネルギー利用の導入促進 【主要事業７】 （⇒ p.31 参照） 

 

３０ 地域冷暖房システムの導入促進 

 地域冷暖房の導入を促進し、冷暖房や給湯を地域ぐるみで行うことにより、より効率的

で快適な生活環境づくりを推進します。 

 
 

 

 スマートコミュニティとは 

スマートコミュニティとは、エネルギーを賢く「つくる」「送る（蓄える）」「使う」ことに加

えて、住民等とともに、それらの取組みを通じて新たな「地域活力につなげる」ことをめざし

た地域社会のことです。 

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを最大限活用しながら、エネルギーの消費

を最小限に抑えていくことで、持続可能な経済社会の発展が期待できます。 

 

  

コラム６ 

エネルギー利用を通じた連携 

↓ 

スマートコミュニティの形成
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基本方針５. 様々なエネルギーシステムを「備える」 

災害時においても使用可能で、かつ一定期間の経済活動が可能なエネルギーを備えること

などを目的に、低炭素で独立した持続可能なエネルギーシステムを備えます。 

 

5-1 分散型エネルギーの確保 

31 地域エネルギーデザインの策定・運用（2-1 の再掲）【主要事業３】 

32 区民・事業者に対する新エネルギー・省エネルギー機器の導入支援（1-1 の再掲） 

33 区有施設に対する太陽光発電等の導入促進（2-1 の再掲） 

34 公用車へのエコカー（水素自動車）の導入（1-3 の再掲） 

 

 

５－１ 分散型エネルギーの確保 

様々なエネルギーシステムの整備を通じて、独立した持続可能なエネルギー源を確保します。

【具体的な事業】 

３１ 地域エネルギーデザインの策定・運用 （２－１の再掲） 【主要事業３】 （⇒ p.28 参照） 

 

３２ 区民・事業者に対する新エネルギー・省エネルギー機器の導入支援 （１－１の再掲） 

 

３３ 区有施設に対する太陽光発電等の導入促進 （２－１の再掲） 

 

３４ 公用車へのエコカー（水素自動車）の導入 （１－３の再掲） 

 
 

 

 

 

 

 

            

  

蓄電池＊ 分散型エネルギー 

災害時にもエネルギーを創る エネルギーを蓄えておく 
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基本方針６. 環境モデル都市千代田の取組みを「広める」 

区内で行われる先進的な地球温暖化対策を、国内や世界に対して発信することで、“環境モ

デル都市千代田”の取組みを広めます。 

 

6-1 オリンピック・パラリンピックに向けた、目に見えて体感できる取組みの推進 

35 コミュニティサイクルの推進（1-3 の再掲）【主要事業２】 

36 （仮称）ちよだエコセンターの開設【主要事業８】 

37 区民体感型の「（仮称）涼風の道」整備促進 

38 ヒートアイランド対策の推進 

39 公用車へのエコカー（水素自動車）の導入（1-3 の再掲） 

40 エコツアーの構築 

 

６－１ オリンピック・パラリンピックに向けた、目に見えて体感できる取組みの推進 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、区内を訪れる人々が温暖化対

策を見て体感できるような取組みを推進します。 

【具体的な事業】 

３５ コミュニティサイクルの推進 （１－３の再掲） 【主要事業２】 （⇒ p.27 参照） 

 

３６ （仮称）ちよだエコセンターの開設 【主要事業８】 （⇒ p.32 参照） 

 

３７ 区民体感型の「（仮称）涼風の道」整備促進 

 夏季でも涼しく快適に歩くことができる「（仮称）涼風(すずかぜ)の道」を整備します。

 「道路の緑化による緑陰」や「舗装方法の工夫」などを組合せ、ヒートアイランド対策

の効果を実感できるルートの整備を検討します。 

 道路の緑化に際しては、緑地の連続性の確保や植物の種類の選定、植え方などの工夫に

より、生物多様性に配慮します。 
 

３８ ヒートアイランド対策の推進 

 深刻な都市部のヒートアイランド現象＊を緩和するため、区だけでなく区民や事業者、

国・都と連携しヒートアイランド対策を推進します。 

 新築建物等への緑化指導やヒートアイランド現象緩和策に対する積極的な支援を行い、

効果的にヒートアイランド現象の緩和を図ります。 

 打ち水等のイベントを実施することで、ヒートアイランド対策の普及啓発を図ります。

 

 

 

  



 45

 

３９ 公用車へのエコカー（水素自動車）の導入 （１－３の再掲） 

 

４０ エコツアーの構築 

 区内では多くの企業や団体などが地球温暖化対策に取り組んでいます。多くの区民、区

内を訪れる方々がその取組みを見て体感できるよう、民間事業者と連携してエコツアー

としてのパッケージ化を図ります。 
 

 

 

 

   

コミュニティサイクルの推進          区内一斉打ち水   

 

 

   

壁面緑化の推進       「（仮称）涼風(すずかぜ)の道」イメージ図 
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基本方針７. 地球温暖化対策に「力を合わせる」 

各主体に対して取組みの普及啓発や教育・学習を推進するほか、主体間の連携を促進する

ための場や機会をつくり、一体的な活動を支援します。 

また、多くの都市機能が集中する千代田区では、ヒートアイランド現象の影響を受けやす

くなっています。生物多様性保全などに配慮した、快適に過ごせる環境の創出に取り組む必

要があります。 

加えて、将来の地球温暖化やヒートアイランド現象の進行に備え、その影響を軽減するた

めの普及啓発・情報提供を進めます。 

 

7-1 区民に対する温暖化対策行動の普及啓発の推進 

41 環境保全意識周知 

7-2 事業者に対する温暖化対策行動の普及啓発の推進 

42 千代田区温暖化配慮行動計画書制度（1-2 の再掲） 

43 自主行動計画書の作成支援（1-2 の再掲） 

44 事業者による温暖化対策行動のための普及啓発活動の支援 

45 環境保全意識周知（エコドライブ）（1-3 の再掲） 

7-3 環境教育・環境学習の推進 

46 （仮称）ちよだエコセンターの開設【主要事業８】（6-1 の再掲） 

47 学校教育における環境教育・環境学習 

48 環境保全意識周知（7-1 の再掲） 

7-4 快適で涼しいまちづくりの推進 

49 ヒートアイランド対策の推進（6-1 の再掲） 

50 区民体感型の「（仮称）涼風の道」整備促進（6-1 の再掲） 

51 都市緑地の多面的な機能の創出 

52 区民がクールシェアできる空間の整備 

7-5 地球温暖化の進行に備えた対策の推進 

53 熱中症予防対策 

54 区民がクールシェアできる空間の整備（7-4 の再掲） 

7-6 連携・協働のための体制づくりの推進 

55 （仮称）環境対策基金の創設【主要事業９】 

56 区内大学との連携 

57 地球温暖化対策を推進するための体制強化 

58 千代田区地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進 
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７－１ 区民に対する温暖化対策行動の普及啓発の推進 

区民の積極的な温暖化対策行動を促すための普及啓発を図ります。 

【具体的な事業】 

４１ 環境保全意識周知 

 環境教育の充実、環境月間の周知、環境ポスターや標語の募集・展示などを通じて、区

民や事業者に対し、温暖化対策や生物多様性など環境保全に関する普及啓発活動を行い

ます。 
 

   

ちよだ環境カレンダー        環境リサイクル祭り 
 

 

７－２ 事業者に対する温暖化対策行動の普及啓発の推進 

区内で働く人々の積極的な温暖化対策行動を促すための普及啓発を図ります。 

【具体的な事業】 

４２ 千代田区温暖化配慮行動計画書制度 （１－２の再掲） 

 

４３ 自主行動計画書の作成支援  （１－２の再掲） 

 

４４ 事業者による温暖化対策行動のための普及啓発活動の支援 

 区内で働く人々の積極的な温暖化対策行動を促すため、環境共生型のまちづくりを進め

る取組みを推進します。 

 環境ビジネスを行う国内外の企業の情報交換・マッチング及び環境情報の発信・交流を

促進する拠点を支援します。 
 

４５ 環境保全意識周知（エコドライブ） （１－３の再掲）  
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７－３ 環境教育・環境学習の推進 

区内で暮らし、働く人々に加え、区の将来を担う子どもたちに対しても、環境教育・環境学

習を推進します。 

【具体的な事業】 

４６（仮称）ちよだエコセンターの開設 （６－１の再掲） 【主要事業８】 （⇒ p.32 参照） 

 

４７ 学校教育における環境教育・環境学習 

 学校教育において、子どもたちが地球温暖化について学ぶことで、環境問題に関する意

識を育てます。 
 

４８ 環境保全意識周知 （７－１の再掲） 

 

 

夏休み子どもエコ教室 
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７－４ 快適で涼しいまちづくりの推進 

区内に滞在する人々が、快適で涼しいと感じられるまちづくりを推進します。 

【具体的な事業】 

４９ ヒートアイランド対策の推進 （６－１の再掲） 

 

     

ドライミストによるヒートアイランド対策    屋上緑化の推進（神田一橋中学校） 
 

５０ 区民体感型の「（仮称）涼風の道」整備促進 （６－１の再掲） 

 

５１ 都市緑地の多面的な機能の創出 

 区内の緑地創出に際しては、「ちよだ生物多様性推進プラン（平成 25 年 3 月）」と連携

し、景観、ヒートアイランドの緩和、CO2 の吸収、生物多様性保全など、緑地が持つ多

面的な効果に着目し、効果の高い緑地の創出を推進します。 
 

５２ 区民がクールシェアできる空間の整備 

 区有施設において、クールダウンすることができる「ひと涼みスポット」を設置します。
 

 

  

７－５ 地球温暖化の進行に備えた対策の推進 

地球温暖化の進行や都市部におけるヒートアイランド現象に備え、必要な対策の普及啓発・

情報提供を行います。 

【具体的な事業】 

５３ 熱中症予防対策 

 区民、特に熱中症発症の危険度の高い高齢者などに対し、健康被害の防止を図るため、

予防対策を推進します。 

 暑さ指数が基準以上の予報が出ているときは、安全・安心メール等により周知します。

 地球温暖化が進行することにより、今後さらなる影響の顕在化が懸念される熱中症に関

して、区内の注意報や対処策、日ごろの備えなどの情報を提供します。 
 

５４ 区民がクールシェアできる空間の整備 （７－４の再掲）  
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 地球温暖化対策と生物多様性の保全 

地球温暖化の進行は、生物多様性にも大きな影響を及ぼすと考えられています。 

IPCC＊の報告では、気温の上昇や極端な大雨などの異常気象の増加により、動植物の絶滅リス

クが増加する可能性が高いことが指摘されています。 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)ウェブサイト 

図 6-5 地球温暖化の進行による生物多様性への影響の例 

 

区全体での地球温暖化対策の推進は、こうした長期的なリスクを軽減することにつながりま

す。また、区内における緑地の創出は、CO2 の吸収源としてだけでなく、ヒートアイランド対

策や生物のすみかとしても機能するなど、様々な効果があります。また、生物多様性の保全を実

現していくためには、緑地を創出する際にわが国の固有種の植物を取り入れるなど、関連する施

策との連携・協力が必要です。 

 

千代田区では、自然との共生による地域社会の持続的な発展をめざして 2013（平成 25）年

3 月に「ちよだ生物多様性推進プラン」を策定し、生物多様性に配慮したまちづくりを進めてい

ます。本計画においても、地球温暖化の防止はもとより、生物多様性への配慮も意識した計画の

推進を図ります。 

 

出典：「ちよだ生物多様性地域推進プラン」（千代田区） 

図 6-6 「ちよだ生物多様性地域推進プラン」における区の行動計画 

  

コラム７ 
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 緩和策と適応策 

地球温暖化対策には、「緩和策」と「適応策」の 2 種類が存在します。 

温室効果ガスの排出削減と吸収の対策を行うことが「緩和策」です。省エネルギーの取組みや、

再生可能エネルギーなどの低炭素なエネルギーの導入、植物による CO2 の吸収源対策などが挙

げられます。 

これに対して、既に起こりつつある気候変動の影響を軽減するのために備えることと、新しい

気候条件に適応することが「適応策」です。渇水・洪水対策や熱中症の早期警告のためのインフ

ラ整備などが例として挙げられます。本計画における「7-5 地球温暖化の進行に備えた対策の

推進」も適応策に該当します。 

従来の地球温暖化対策は、温暖化の進行を抑制する緩和策に重きが置かれてきました。しかし

ながら、「IPCC 第 5 次評価報告書 統合報告書」にて地球温暖化の事実について「疑う余地が無

い」と報告されているなど、近い将来の地球温暖化の進行に備え、適応策についても真剣に取り

組む必要があります。 

 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)「IPCC 第 5 次評価報告書特設ページ」 

図 6-7 地球温暖化対策の緩和策と適応策 

 

  

コラム８ 
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７－６ 連携・協働のための体制づくりの推進 

地球温暖化に取り組む各主体をまとめ、連携・協働を促すための体制づくりを推進します。

【具体的な事業】 

５５ （仮称）環境対策基金の創設 【主要事業９】 （⇒ p.32 参照） 

 

５６ 区内大学との連携 

 区内大学と連携・協働して温暖化対策に取り組むことで、区内の CO2 排出量割合の高

い業務部門の低炭素化を推進します。 

 温暖化対策の取組み事例や環境に関する情報等の共有を図ることで、より効果の高い対

策を促進するとともに、区と大学の連携策等についても検討します。 
 

５７ 地球温暖化対策を推進するための体制強化 

 地球温暖化対策推進本部のもと、地球温暖化対策推進本部事務局（環境・温暖化対策課）

が区内の地球温暖化対策の推進および進行管理を行います。 

 区独自の環境マネジメントシステムである千代田エコシステム（CES＊）を通して、区

民、事業者および大学等との連携を推進します。 

 千代田区地球温暖化対策推進懇談会・CES 推進協議会、大学、事業者および NPO 等

との連携を推進します。 
 

５８ 千代田区地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進 

 区は、区内一事業所として CO2 の排出を抑制することを目的とし、条例に基づき実行

計画を策定しています。 

 実行計画に基づき、率先して地球温暖化対策に取り組みます。 
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7 区民・事業者の地球温暖化対策を促進するための指針 
 

千代田区では、条例の第 17 条及び第 18 条において、「区民や事業者の配慮行動を促進する

ための指針（配慮行動指針）」と、「低炭素型社会＊の形成に関する指針」を作成、公表すること

を定めています。 

この 2 つの指針について、わかりやすさや取組みの手軽さを考慮し、それぞれ以下のような

位置付けに整理し、本計画にまとめて記載しました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

＜指針の位置付け＞ 

● 区民や事業者の配慮行動を促進するための指針（配慮行動指針）（p.54～） 

区内に在住・在勤・来訪する一人ひとり（区民）や、事業所の経営者（事業者）な

どが特別な投資をすることなく、日常的に取り組むことができる地球温暖化＊対策

を整理したもの。 

● 低炭素型社会の形成に関する指針（p.64～） 

区民：家電製品の買い替え時や、家のリフォーム・新築などに際して配慮するべき

地球温暖化対策を整理したもの。 

事業者・区(行政)：施設管理者や施設所有者が取り組むべき地球温暖化対策を整理

したもの。 
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7.1 区民や事業者の配慮行動を促進するための指針（配慮行動指針） 

配慮行動指針では、区内に在住・在勤・来訪する一人ひとり（区民）や、事業所の経営者（事

業者）などが特別な投資をすることなく、日常的に取り組むことができる地球温暖化対策（ソフ

ト対策）について整理しました。 

特に、取組みの効果の大きいものについては、その効果を定量的（省エネ効果、家計のオトク、

CO2 削減量）に示していますので、自らの行動が地球温暖化や家計に対してどの程度寄与して

いるかの目安としてください。 

 

7.1.1 区民の配慮行動指針 

区民が、日常生活において手軽に実践できる温暖化配慮行動を、生活の場面別に以下に整理し

ました。 

地球温暖化対策には、区民一人ひとりの小さな積み重ねが欠かせません。家族や友人、地域の

仲間と、お互いに声を掛け合いながら、気軽に取り組んでください。 

 

 

 

 

場面 取組みの内容 
年間省エネ

効果 

年間家計の

オトク 

年間 CO2 

削減量 

対応す

る施策

■ リビングルーム【春夏】 

エアコン 

・テレビ 

冷房時の室温は 28℃を目安にする  30.2kWh＊ 760 円 14.8kg 

1-1

p.34

フィルターをこまめに掃除する（月 2 回

程度） 
32.0kWh 810 円 15.6kg 

扇風機の風量「強」「弱」を使い分ける 13.1kWh 330 円 6.4kg 

テレビ画面は明るすぎないように設定

する 
27.1kWh 680 円 13.3kg 

パソコン 

・掃除機 

部屋を片付けてから掃除機をかける 5.5kWh 140 円 2.7kg 

モップや雑巾を使って掃除機をかける

時間を減らす 
16.4kWh 410 円 8.0kg 

掃除機はフローリングや畳は「弱」、 

じゅうたんは「強」で使い分ける 
41.6kWh 1,050 円 20.3kg 

パソコンの電源オプションの見直しをする 12.6kWh 320 円 6.2kg 

 

     

１）家の中でできる取組み（効果の大きいもの） 
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場面 取組みの内容 
年間省エネ

効果 

年間家計の

オトク 

年間 CO2 

削減量 

対応す

る施策

■ リビングルーム【秋冬】 

暖房器具 

暖房時の室温は

20℃を目安にす

る 

エアコン 53.1kWh 1,340 円 26.0kg 

1-1 

p.34

ガスファンヒーター 8.2m3 1,110 円 18.7kg 

石油ファンヒーター 10.2L 1,080 円 25.4kg 

電気カーペットは必要最低限の部分だ

け温める 
89.9kWh 2,260 円 44.0kg 

電気カーペットの設定温度は「強」から

「中」にする 
186.0kWh 4,690 円 91.0kg 

暖房は外出や寝る 20 分前にスイッチ

オフ。余熱で暖をとる 
6.2m3 840 円 14.1kg 

照明・ 

コタツ 

など 

白熱電球を LED＊電球や電球形蛍光灯

に交換する 
84.0kWh 2,120 円 41.1kg 

照明は長時間使わないときはスイッチ

をオフする 
4.1kWh 100 円 2.0kg 

電気ポットの長時間の保温はやめる 107.5kWh 2,710 円 52.6kg 

こたつ布団に上掛けとこたつ敷布団を

あわせて使う 
32.5kWh 820 円 15.9kg 

■ キッチン 

冷蔵庫 

壁から適切な間隔で設置する 45.1kWh 1,140 円 22.1kg 

1-1 

p.34

季節に合わせて設定温度を調節する 61.7kWh 1,550 円 30.2kg 

ものを詰め込みすぎない 43.8kWh 1,100 円 21.4kg 

無駄な開閉をしない 10.4kWh 260 円 5.1kg 

コンロ・ 

食器洗い 

煮物をする時は落とし蓋をする 21.7m3 2,940 円 49.5kg 

炎が鍋底からはみ出ないようにする 2.4m3 330 円 5.5kg 

食器を洗うときは低温に設定する 8.8m3 1,190 円 20.1kg 

たくさんのお皿を洗うときは、食器洗い

乾燥機を使う 
79.0m3 10,700 円 180.1kg 
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場面 取組みの内容 
年間省エネ 

効果 

年間家計の

オトク 

年間 CO2 

削減量 

対応する

施策 

■ バス・トイレ・洗面所 

バス 

ルーム 

水から沸かすより給湯式でお湯張りを

する 
34.1m3 4,620 円 77.7kg 

1-1 

p.34 

お風呂は間隔をあけずに続けて入る 13.2m3 1,790 円 30.1kg 

お風呂のふたを閉める 17.6m3 2,380 円 40.1kg 

こまめにシャワーを止める 12.8m3 1,730 円 29.2kg 

洗濯機・ 

洗面所・ 

トイレ 

洗濯物はまとめて洗う 
電気 5.9kWh

4,180 円 13.8kg 
水道 16.8m3

お風呂の残り湯で洗濯する 32.9m3 7,900 円 21.4kg 

洗顔や歯磨き中、水の流しっぱなしをや

める 
3.7m3 890 円 2.4kg 

使わない時は、電気便座のフタを閉める 34.9kWh 880 円 17.1kg 

■ その他 

使わない

時は電源

OFF 使

う時間を

1 日 1 時

間短くす

る 

エアコン 
冷房（28℃） 18.8kWh 470 円 9.2kg 

1-1 

p.34 

暖房（20℃） 40.7kWh 1,030 円 19.9kg 

パソコン 
デスクトップ型 31.6kWh 800 円 15.5kg 

ノート型 5.5kWh 140 円 2.7kg 

テレビ 
液晶（32V 型） 16.8kWh 420 円 8.2kg 

プラズマ（42V 型） 56.6kWh 1,430 円 27.7kg 

ガスファンヒー

ター 

ガス（20℃） 12.7m3

1,810 円 30.8kg 
電気（20℃） 3.7kWh

石油ファンヒー

ター 

灯油（20℃） 15.9L
1,780 円 41.5kg 

電気（20℃） 3.9kWh

照明 
白熱電球（54W） 19.7kWh 500 円 9.6kg 

蛍光灯（12W） 4.4kWh 110 円 2.2kg 

 

               

  

給湯式でお湯張り 

使わない時は、電気

便座のフタを閉める 
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取組みの内容 
年間省エネ

効果 

年間家計の

オトク 

年間 CO2 

削減量 

対応す

る施策

■ その他 

使わない時は

コンセントを

抜いて、待機

時消費電力を

減らす 

照明・その他機器 7.3kWh 183 円 3.6kg 

1-1 

p.34

冷暖房・空調機器 23.4kWh 585 円 11.5kg 

給湯機器 6.9kWh 173 円 3.4kg 

家事・調理機器 13.1kWh 328 円 6.4kg 

情報通信機器 20.9kWh 523 円 10.2kg 

映像・音響機器 39.9kWh 995 円 19.5kg 

出典）「家庭の省エネハンドブック」（2014（平成 26）年 1 月 東京都） 

 

 

 

 

取組みの内容 
年間省エネ

効果 

年間家計の

オトク 

年間 CO2 

削減量 

対応す

る施策

■ その他 

エコドライブ＊

に取り組む 

ふんわりアクセル 83.6L 11,370 円 194.0kg 

1-1 

p.34 

加減速の少ない運転 29.3L 3,980 円 68.0kg 

早めのアクセルオフ 18.1L 2,460 円 42.0kg 

アイドリングストップ 17.3L 2,360 円 40.2kg 

出典）「家庭の省エネ大辞典」（2012（平成 24）年 4 月（財）省エネルギーセンター） 

 

 

   

  

２）車を運転する際の取組み 
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7.1.2 事業者の配慮行動指針 

区内で学び働く一人ひとりが、職場や学校で手軽に実践できる温暖化配慮行動を以下に整理し

ました。 

職場や学校の仲間と、気軽に取り組んでください。また、事業所の経営者のみなさまにおかれ

ましては、社員・従業員に対する取組みの普及啓発や支援に取り組み、事業所全体での対策をお

願いします。 

 

 

a) 日常業務における取組み 

取組分野 取組みの内容 
対応す

る施策

照明 

・空き室や不在時等の不用時は小まめな消灯を徹底する。 

・廊下や階段、トイレの照明などは、一定の明るさを確保しつつ、間引

きを実施する。 

・事務室、会議室、トイレ等は、使用後の消灯を徹底する。 

・廊下や階段等では、自然光を活用し電気の消灯に努める。 

・昼休みの照明は最小限にとどめる。 

1-2 

p.35

空調 

・空調は、適正温度（夏 28℃、冬 19℃）を徹底する。 

・空き室や不在時等の不用時は、空調を停止する。また、勤務時間外は、

空調を停止することに努める。 

・余熱利用により、終業時刻より早めの空調停止に努める。 

・ブラインドやカーテン等を有効に利用して冷暖房の効果を高める。 

・暖房時は、自然光を取り入れる。 

・クールビズ・ウォームビズを励行する。 

OA 機器類 

・パソコンは、節電待機モードを活用し、昼休みや会議などで長時間使

用（1 時間 45 分以上を目安とする）しないとき、電源を OFF にする。 

・コピー機やプリンター等の電気製品は、省エネモードを活用する。ま

た、各種電気製品の使用状況を把握することにより、適正配置や台数

の見直しを図る。 

・退社時は、電気製品等のコンセントを抜く。 

給湯器・ 

電気ポット 
・給湯器の有効利用に努め、電気ポットの使用を控える。 

 

      

  

１）オフィスにおける取組み 
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取組分野 取組みの内容 
対応す

る施策

車両 

・車両を選定する際は、低公害車を選定するよう努める。 

・適正台数を計画的に見直す。 

・相乗りに努める。 

・エコドライブを推進する。 

 トイレ 
・ハンカチを持参し、エアータオルの使用を控える。 

・暖房便座の使用を控え、使用後は便座のふたを閉める。 

その他 

・毎月の電気等エネルギー使用量を把握し、職員への周知を図る。 

・節電・省エネの貼紙を掲示し、注意喚起する。 

・電気機器の購入等にあたっては、より消費電力が少ない製品を選定する。 

・エレベーターの使用を控え、階段を利用する。 

 

b) その他の環境保全行動 

取組分野 取組みの内容 
対応す

る施策

共通事項 
・毎月の水や紙の使用量、ごみの排出量を把握し、職員への

周知を図る。 

1-2 

p.35

ガス使用量

の削減 

適切な 

使用 
・ガスコンロの使用時は、沸かし過ぎに注意する。 

その他 ・ガス機器は、省エネ効率の高い製品を選定する。 

水使用量の

削減 

適切な 

使用 

・水は流しっぱなしにせず、こまめに蛇口を開閉する。 

・トイレでの二度流しはしないなど節水に努める。 

その他 ・節水の貼紙を掲示し、注意喚起する。 

紙使用量の

削減 

適切な 

使用 
・最小限の印刷や両面コピー、裏紙の再利用を徹底する。 

ペーパー

レス化の

推進 

・電子メール等を有効に利用して、ペーパーレス化を進める。 

・資料の電子化を進め、ペーパーレス化を進める。 

ごみの分別 

・削減、 

リサイクル 

適切な 

処理 

・ごみを出さないように工夫する。 

・紙や缶、ビン、ペットボトル等リサイクルが可能な資源は、

分別を徹底する。 

グリーン

製品の 

選定 

・紙類や事務用品等は、環境にやさしい製品の選定に配慮す

る。 

 

 

  

相乗り 
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a) 日常の学校生活における取組み 

取組分野 取組みの内容 
対応す

る施策

照明 

・空き教室や不在時等の不用時は小まめな消灯を徹底する。 

・廊下や階段、トイレの照明などは、一定の明るさを確保しつつ、

間引きを実施する。 

・特別教室、トイレ等は、使用後の消灯を徹底する。 

・廊下や階段等では、自然光を活用し電気の消灯に努める。 

・昼休みの照明は最小限にとどめる。 1-2 

p.35

空調 

・空調は、適正温度（夏 28℃、冬 19℃）を徹底する。 

・空き教室や不在時等の不用時は、空調を停止する。 

・余熱利用により、下校時刻より早めの空調停止に努める。 

・ブラインドやカーテン等を有効に利用して冷暖房の効果を高める。 

・暖房時は、自然光を取り入れる。 

・季節に合わせた服装を励行する。 

OA 機器類 

・パソコンは、節電待機モードを活用し、昼休みや会議などで長時

間使用（1 時間 45 分以上を目安とする）しないとき、電源を OFF

にする。 

・コピー機やプリンター等の電気製品は、省エネモードを活用する。

また、各種電気製品の使用状況を把握することにより、適正配置

や台数の見直しを図る。 

・下校時は、電気製品等のコンセントを抜く。 
1-2 

p.35
給湯器・電気ポット ・給湯器の有効利用に努め、電気ポットの使用を控える。 

トイレ 
・ハンカチを持参し、エアータオルの使用を控える。 

・暖房便座の使用を控え、使用後は便座のふたを閉める。 

その他 

・毎月の電気等エネルギー使用量を把握し、職員への周知を図る。 

・節電・省エネの貼紙を掲示し、注意喚起する。 

・電気機器の購入等にあたっては、より消費電力が少ない製品を選

定する。 

・エレベーターの使用を控え、階段を利用する。 

 

  

２）学校における取組み 

給湯器の有効利用 
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b) その他の環境保全行動 

取組分野 取組みの内容 
対応す

る施策

共通事項 
・毎月の水や紙の使用量、ごみの排出量を把握し、職員への

周知を図る。 

1-2 

p.35

水使用量の

削減 

適切な 

使用 

・水は流しっぱなしにせず、こまめに蛇口を開閉する。 

・トイレでの二度流しはしないなど節水に努める。 

その他 ・節水の貼紙を掲示し、注意喚起する。 

紙使用量の

削減 

適切な 

使用 
・最小限の印刷や両面コピー、裏紙の再利用を徹底する。 

ペーパー

レス化の

推進 

・電子メール等を有効に利用して、ペーパーレス化を進める。 

・資料の電子化を進め、ペーパーレス化を進める。 

ごみの分別 

・削減、 

リサイクル 

適切な 

処理 

・ごみを出さないように工夫する。 

・紙や缶、ビン、ペットボトル等リサイクルが可能な資源は、

分別を徹底する。 

グリーン

製品の 

選定 

・紙類や事務用品等は、環境にやさしい製品の選定に配慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

裏紙の再利用 両面印刷 

今年の使用量 

電気        ガス         水道        ごみ 
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 業種別の電力消費の内訳と省エネ効果の目安 

■オフィスビル 

  

（夏季）                   （冬季） 

取組みの内容 
建物全体に対する省エネ効果 

夏季 冬季 

照明 執務エリアの照明を半分程度間引きする。 13% 8% 

使用していないエリア（会議室、廊下等）は消灯

を徹底する。 

3% 3% 

空調 テナントは空調のスイッチを切り、オーナーはビ

ル全体が適切な温度になるように調整を行う等、

適切な温度管理を行う。 

4% 

（2℃あげた場合） 

4% 

（3℃さげた場合）

使用していないエリアは空調を停止する 2% 1% 

OA 機器 長時間席を離れるときは、ＯＡ機器の電源を切る

か、スタンバイモードにする。 

3% 2% 

 

■学校（小中高校） 

 

（夏季）                   （冬季） 

取組みの内容 
建物全体に対する省エネ効果 

夏季 冬季 

照明 教室、職員室、廊下の照明を間引きする 16% 

（約 4 割減の場合） 

15% 

（約 4 割減の場合）

点灯方法や使用場所を工夫しながら体育館の照明

を 1/4 程度間引きする。 

2% 2% 

出典）夏季の節電メニュー（事業者の皆様）、冬季の節電メニュー（事業者の皆様）（経済産業省）

 

コラム９ 
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 CO2 削減のための進んだ働き方 

CO2 削減のための進んだ働き方として、残業の削減や、朝残業の励行も有効です。 

残業の削減は、オフィスでの照明や空調の使用範囲を減らし、エネルギー消費量の削減に効果

的です。ノー残業デーを設定・実行するなどして、残業の削減に努めましょう。 

また、夜間の残業を朝に切り替えることも効果的です。外が暗くなる夕方以降に残業するより

も、明るい朝に残業することで、照明の使用を抑えることができます。さらに、夜間は家庭にお

ける電気の使用量がピークとなるため（冬季の場合）、電気の使用が集中することによる電力不

足の解消にも効果があります。 

 

 

 

 

  

コラム 10 
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7.2 低炭素型社会の形成に関する指針 

低炭素型社会の形成に関する指針では、区民による家電製品・家屋に対する対策や、事業者や

区（行政）の施設管理者や施設所有者が取り組むべき対策（ハード対策）について整理しました。 

ここで示した対策には、追加の投資や専門的な知識・技術を必要とするものが多く含まれます

が、効果が非常に大きいので、費用対効果を考慮しつつ積極的な取組みが望まれます。 

 

7.2.1 区民の低炭素型社会の形成に関する指針 

区民によるハード対策としては、主には家電製品などの買い替え時の配慮と、家の新築時やリ

フォーム時の 2 つの場面が考えられます。 

家電や自動車など、いわゆる生活においてエネルギーを利用する機器については、年々、省エ

ネ性能が向上し、買い替えにより大きな地球温暖化対策の効果が得られる場合もあります。今あ

るものを大事に使うことが省エネの基本ですが、買い替えの際には製品選択の指標の一つとして、

省エネ性能を考慮することが、温暖化対策の上でも光熱費軽減の観点からも効果的です。 

また、家を新築またはリフォームする際、断熱性や通気性、給湯機等の設備の省エネ性能、太

陽光発電システム・太陽熱利用システムの設置など、ある程度の初期投資は必要となるものの、

長い目で見れば、生活の快適性と家計負担の軽減を両立できる取組みもあります。 

それぞれの場面における取組み指針を以下に示します。 

 

 

 

取組みの内容 省エネ効果 
家計の 

オトク 

CO2 

削減量 

対応す

る施策

家電製品の買い替え時に 

省エネ製品を選択する 

エアコン 422.0kWh 9,280 円 175.0kg 1-1 

p34 冷蔵庫 410.0kWh 9,020 円 169.0kg 

出典）「家庭の省エネハンドブック」（2014（平成 26）年 1 月 東京都） 

 

 

 

  

１）家電の買い替え時の取組み 
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a) マンション 

区分 取組みの内容 
対応す

る施策

【共用部分】 

屋上の日射遮蔽 高反射率塗料の塗布 

4-1 

p.41

外壁・屋上の断熱 外壁・屋上への断熱材の施工 

窓の断熱 ガラスやサッシの取替 

窓の日射遮蔽 日射遮蔽性能の高いガラスへの取替 

ドアの断熱 断熱性能の高いドアへの取替 

高効率な共用設備への 

取替 

給水ポンプ 

エレベーター 

照明設備  など 

【専有部分】 

内壁・天井の断熱 内壁・天井裏への断熱材の施工 

内窓の断熱 内窓の設置 

内窓の日射遮蔽 内窓への日射遮蔽性能の高いガラスの設置 

床の断熱 床面下への断熱材の施工 

高効率な設備への取替 

（住戸内）  

冷暖房設備 

照明設備 

給湯設備    など 

【その他】  太陽エネルギー利用  
太陽光発電システムの設置 

太陽熱利用システムの設置 

 

 

 

 

 

  

２）家の新築・リフォーム時の取組み 
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7.2.2 事業者の低炭素型社会の形成に関する指針 

区役所を含む各事業所においては、現状の設備運用を変えたり、こまめな手入れを心掛けるだ

けで、省エネ性能が向上するものもあります。また、各種設備には必ず更新のタイミングがあり、

その際に設備の省エネ性能や適正規模の設備を選択することで、大幅な省エネにつながります。 

これらの対策の実施には、専門的な知識・技術を要することと、大掛かりな設備の導入や更新

を伴う場合があるため、施設管理者や施設所有者の判断のもとに実施されることが望まれます。

区内の施設管理者や施設所有者においては、以下に示す対策のうち、自施設に適用可能なものに

ついて、積極的に取り組むことが望まれます。 

 

 

 

 

対象設備機器 対策項目 
対応す

る施策

a) 熱源・搬送設備 ボイラなど燃焼設備の空気比の調整 

4-1 

p.41 

蒸気ボイラの運転圧力の調整 

ボイラなどの停止時間の電源遮断 

冷温水出口温度の調整 

冷却水設定温度の調整 

熱源台数制御装置の運転発停順位の調整 

蒸気ボイラのブロー量の適正管理 

冷温水ポンプの冷温水流量の調整 

蓄熱システムの運転スケジュールの調整 

密閉式冷却塔熱交換器のスケール除去 

冷却塔充填材の清掃 

冷却水の水質の適正な管理 

 

 

  

１）設備機器の運用改善＊ 
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対象設備機器 対策項目 
対応す

る施策

b) 空調・換気設備 空調設定温度・湿度の緩和 

4-1 

p.41 

除湿・再熱制御システムの再加熱運転の停止 

外気取入量の縮小 

ウォーミングアップ時の外気取入れ停止 

空調・熱源機器の立ち上がり運転時間の短縮 

空調・換気運転時間の短縮 

夜間などの冷気取入れ（ナイトパージ） 

外気冷房（中間期などの送風のみ運転） 

冷暖房ミキシングロス＊の防止（室内混合損失の改善） 

冷温水の混合損失の防止 

換気運転時間の短縮（間欠運転：換気回数の適正化） 

駐車場換気設備のスケジュール運転 

空調が不要な部屋の空調停止 

コイル・フィルター、熱交換器の清掃 

給湯設備のスケール除去 

c) 給排水設備 給排水ポンプの流量・圧力調整 

給湯温度・循環水量の調整 

給湯期間の短縮（冬期以外の給湯停止） 

d) 受変電設備 不要変圧器の遮断 

不要時間帯の変圧器遮断 

コンデンサのこまめな遮断による力率改善 

e) 照明設備 照明器具の清掃 

不要照明・不要時間帯の消灯 

f) 昇降機設備 閑散期のエレベーターの一部停止 
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対象設備機器 対策項目 
対応す

る施策

a) 熱源・搬送設備 蒸気漏れなどの配管・バルブの更新 

4-1 

p.41

蒸気配管・蒸気バルブ・フランジなどの断熱強化 

高効率熱源機器への更新 

循環ポンプの更新 

省エネ型の冷却塔への更新 

循環ポンプなどへの回転数制御の導入 

b) 空調・換気設備 空調機・換気ファンのプーリダウン 

空調機・換気ファンの省エネファンベルトの導入 

高効率空調機への更新 

高効率パッケージエアコンへの更新 

高効率モータへの更新 

空調機ファンへの回転数制御の導入 

c) 給排水設備 給湯配管類の断熱強化 

節水型器具、自動水栓・自動洗浄装置の導入 

節水便器・省エネ便座などへの更新 

高効率給湯器への更新 

d) 受変電設備 高効率変圧器への更新 

低損失コンデンサへの更新 

e) 照明設備 インバータ安定器への更新 

高周波点灯形（Hf）照明器具・蛍光灯への更新 

高効率ランプへの更新 

LED（発光ダイオード）照明の導入 

f) 昇降機設備 エレベーターへのインバータ制御の導入 

g) 事務用機器 省エネ型自動販売機への更新 

h) 建物 窓断熱・日照調整フィルムの導入 

 

  

２）設備機器などの改修・更新 



 69

 

 

 

対象設備機器 対策項目 
対応す

る施策

a) 熱源・搬送設備 フリークーリング＊制御の導入 

4-1 

p.41 

ポンプ台数制御の導入 

ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 

熱回収ヒートポンプの導入 

蓄熱式ヒートポンプの導入 

大温度差送風・送水システムの導入 

b) 空調・換気設備 全熱交換器の導入 

ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 

外気冷房システムの導入 

空調ゾーニング＊の細分化 

空調排気・還気の換気などへの再利用 

空調機のスケジュール運転・断続運転制御システムの導入 

CO2 または CO 濃度による外気量自動制御システムの導入 

c) 給排水設備 水道直結給水方式の導入 

中水道設備の導入 

太陽熱利用設備の導入 
2-1 

p.37 

 

  

３）設備システムの変更、建物更新時などの導入技術 
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対象設備機器 対策項目 
対応す

る施策

d) 受変電設備 受変電設備の更新 

4-1 

p.41 

変圧器の統合 

デマンド制御＊の導入 

コージェネレーションシステムの導入 

力率改善制御（自動力率調整装置）の導入 

太陽光発電システムの導入 
2-1 

p.37 
燃料電池＊発電システムの導入 

風力発電システムの導入 

e) 照明設備 自動調光制御方式の導入 

4-1 

p.41 

タスク・アンビエント＊方式の導入 

人感センサー方式の導入 

照明スイッチの細分化（配線回路の分割化） 

有機 EL 照明＊ 

f) 厨房設備 電化厨房の導入 

g) 昇降機設備 エスカレーター運転の人感センサー方式の導入 

h) 建物 建物方位・コア配置の工夫 

ルーバー、庇（ひさし）の設置 

高断熱ガラス・サッシの導入 

電動ブラインドの導入 

窓周り空調システムの導入 

建物の断熱強化 

屋上緑化の導入 7-4 

p.49 壁面緑化の導入 

出典) 「ビルエネルギー運用管理ガイドライン」（平成 20 年 6 月 4 日（社）日本ビルヂング協会連合会）より抜粋 
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8 推進体制 
 

8.1 計画の推進体制 

8.1.1 行政機関内の連携体制 

本計画の施策・事業については、地球温暖化対策推進本部のもと、地球温暖化対策推進本部事

務局（環境・温暖化対策課）が区内の地球温暖化＊対策の推進及び進行管理を行います。 

区内の地球温暖化対策のワーキンググループについては、庁内の横断的な組織であるワーキン

ググループを設置し、各課所管施設に対する提案や調整を行います。 

また、国や東京都との積極的な意見交換や連携を図るため、定期的な意見交換・情報共有の場

を設けます。 

 

8.1.2 （仮称）ちよだエコセンターとの連携体制 

（仮称）ちよだエコセンターは、取組主体間の連携を促進するための場や機会をつくり、一体

的な活動を支援する役割を担います。（仮称）ちよだエコセンターには、区民・事業者の省エネ

行動をサポートするための省エネ相談窓口を設置します。 

また、区は、地球温暖化対策を推進するために（仮称）ちよだエコセンターと連携・協力し、

必要な支援・指導・助言を行います。 

 

8.1.3 区民・事業者・大学等との連携体制 

（仮称）ちよだエコセンターを通して、区民・事業者・大学・NPO 等に対する温暖化対策行

動の普及啓発や環境教育・環境学習を推進するほか、各主体の連携を推進します。 

 

＜千代田区の地球温暖化対策の推進体制＞ 

＊ 
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8.1.4 基金の活用 

本計画の実行にあたっては、区民・事業者による地球温暖化対策を促進するため、「（仮称）環

境対策基金」を設立し、計画に位置付けられた施策の実施に基金を活用します。 

 

8.2 計画の進行管理 

将来像の実現及び対策目標の達成に向けては、本計画の各施策・事業の統括的な進捗管理が必

要です。 

取組みの状況とその効果を区民・事業者及び学識経験者等で構成される「地球温暖化対策推進

懇談会」に報告し、改善・提案を受けながら、各施策・事業において柔軟な対応（見直し、改善

等）を行い、目標への反映を行います。 

本計画の PDCA サイクルのイメージ図を下記に示します。 

 

 

＜PDCA サイクルでの取組みイメージ＞ 

 

本計画の進行管理においては、その評価指標として区内の CO2 排出量を算定して毎年評価し

ます。また、各事業の進捗状況を年度ごとに把握し、事業評価を実施します。 

 

  

    ＰＬＡＮ    
目標を設定し、 

具体的な計画を設定します 
実施主体：区 

   ＣＨＥＣＫ    
計画どおりに実行されているかを

確認し、改善策などを提案します
 

実施主体： 

地球温暖化対策推進懇談会 

    ＡＣＴ     
さらに対策を推進するために、評

価を踏まえて、対策を見直し・改

善します 
 

実施主体：区 

     ＤＯ      
目標達成のために計画を 

実行します 
 

実施主体：区、ＣＥＳ推進協議会、

区民、事業者等 
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資 料 編 
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資料編 1 千代田区地球温暖化対策条例 

 

「千代田区は日本の経済の中心、だけど比較的緑が多くて、産業と自然の調和がとれた、過ご

しやすい区だよね。」  

「今よりもっと千代田区を緑でいっぱいにして『緑の区、千代田』と呼ばれるようにしたいね。」  

「そうだね。経済だけでなく環境対策でも中心地となる千代田区になったらいいな。」  

「環境問題といってもいろいろあるよね。」  

「うん、なかでも今は地球温暖化が深刻になってきているよ。」  

「そうか。地球温暖化か。地球温暖化は大きな気候変動をもたらし、大規模な自然災害の原因

となって、生活や経済に大きな影響を与えるという問題があるよ。」  

「ねえ、千代田区は、昼と夜の人口が大きく違うよね。」  

「そう、住んでいる人よりも、仕事や勉強に来る人のほうが多いんだ。だから、区外から来る

人にも地球温暖化防止を呼びかけなくてはならないよね。」  

「千代田区で地球温暖化対策が進んでいけば、きっと他の地域にも、地球温暖化への意識が広

がっていくよ。」  

「千代田区を、地球温暖化対策で一歩先を行く発信地にしていこう。」  

「みなさん、地球の中の日本、日本の中の東京、東京の中の千代田区として地球温暖化防止へ

の取り組みを進めましょう。」  

「千代田区が動いて、周辺の地域に、全国に、環境への取り組みを働きかけていこう。」  

「世界中にこの取り組みを伝え、次の世代の人々に美しい地球を残しましょう。」  

区内の中学生より  

 

地球温暖化による気候変動は、すでに異常気象などにより私たちの生活に影響をもたらしてい

ます。このまま放置すれば、砂漠化の進行や海面上昇などの直接的な影響のほか、食料不足、飲

料水の枯渇、生態系の破壊など人類の生存基盤に一層深刻な影響が出てくるものと予想されてい

ます。  

このため2050年までには、地球温暖化の主原因である温室効果ガス排出量を世界全体で半分

以下にする必要があるといわれています。  

千代田区で排出される温室効果ガスのほとんどは二酸化炭素です。千代田区には、わが国を代

表する大企業や官公庁などが多く存在していて、今後も活発な事業活動や都市の再整備が見込ま

れるため、このままだとそのエネルギー消費により二酸化炭素の排出は増え続けます。  

千代田区は、経済と環境とが調和した二酸化炭素の排出が少ない社会をめざし、この美しい地

球を良好な状態で、こどもたちやさらに未来の人々に引き継ぐため、この条例を制定します。 
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第１章 はじめに  

（目的）  

第１条 この条例は、地球温暖化の防止に関し、次のことを定め、千代田区（以下「区」といいま

す。）にかかわるすべての人々が将来にわたり、より健康で快適な生活をおくれるようにすると

ともに、地球全体の環境保全に貢献することを目的とします。  

(１) 地球温暖化対策の基本となる考え方  

(２) 区や区民、事業者の責務  

(３) 地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進  

（ことばの意味）  

第２条 この条例で用いられることばの意味は、以下のとおりです。  

(１) 地球温暖化  

人々の活動に伴い発生する二酸化炭素などが増加することによって、地球全体の地表と大気

の温度を上昇させる現象をいいます。  

(２) 地球温暖化対策  

人々の活動に伴い発生する二酸化炭素の量を減らすなど、地球温暖化の防止に役立つ方法を

いいます。  

(３) 区民  

区内に住んでいる人や、区内の企業や学校などで働き学ぶ人、買い物などで一時的に区を訪

れる人をいいます。  

(４) 事業者  

企業、官公庁（区を除きます。）その他の団体や個人事業主をいいます。  

(５) 京都議定書目標達成計画  

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（平成17年条約第１号）に基づき、政府

が定めた計画をいいます。  

(６) 地球温暖化配慮行動  

省エネルギーや省資源の取組みなど、地球温暖化の防止に役立つ行動をいいます。  

(７) 環境マネジメントシステム  

「計画、実行、評価、見直し」の繰返しにより、環境により良い行動を継続的に行う仕組み

をいいます。  

(８) 千代田エコシステム  

区にかかわるすべての人々が取り組みやすい環境マネジメントシステムをいいます。  

(９) 再生可能エネルギー  

太陽光や風力など、二酸化炭素の発生が少なく、繰り返し活用できるエネルギーをいいます。  

(10) 未利用エネルギー  

下水の熱や地中熱など、あまり利用されていないエネルギーをいいます。  
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(11) 公有施設  

区をはじめとする官公庁など、公的機関が保有する施設をいいます。  

(12) 低炭素型社会  

人々の活動に伴い発生する二酸化炭素の量が少なく、地球全体の環境保全に貢献する社会を

いいます。  

(13) エネルギー事業者  

電気やガスなどのエネルギーを供給する事業者をいいます。  

（基本となる考え方）  

第３条 区は、次の考え方に基づいて地球温暖化対策（以下「温暖化対策」といいます。）に取り

組みます。  

(１) 区民が健康で快適に暮らすためのより良い環境を保ち、こどもたちやさらに未来の人々へ引

き継ぎます。  

(２) サービスの提供や都市の再整備などの事業活動と、より良い環境とがともに成り立つ社会を

めざします。  

(３) 区や区民、事業者は、互いに知恵と力を出しあって、広く日常生活や事業活動のすべてにお

いて温暖化対策に取り組みます。  

（対策目標）  

第４条 区は、次に定める目標を達成する社会をめざし、区民や事業者と協力しあって、温暖化対

策に取り組みます。  

(１) 短期目標  

2012年までに、京都議定書目標達成計画に定められた業務部門や家庭部門の水準を達成し

ます。  

(２) 中期目標  

2020年までに、区内の二酸化炭素排出量を1990年比で25%削減します。  

（区の責務）  

第５条 区の責任として行わなければならないことは、次のとおりです。  

(１) 温暖化対策に役立てるための計画や指針などを作成し、推進すること。  

(２) 区民や事業者に対し、区が実施する温暖化対策への参加協力を促すこと。  

(３) 区の事務や事業に関し、率先して温暖化対策に努めること。  

（区民の責務）  

第６条 区民の責任として行わなければならないことは、次のとおりです。  

(１) 日常生活や区内でのいろいろな活動において、温暖化対策に努めること。  

(２) 区が実施する温暖化対策に協力すること。  

(３) 他の区民、事業者が実施する温暖化対策に協力するよう努めること。  

（事業者の責務）  
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第７条 事業者の責任として行わなければならないことは、次のとおりです。  

(１) 事業活動を行うとき、温暖化対策に努めること。  

(２) 事業活動に関して、区が実施する温暖化対策に協力すること。  

(３) 事業活動に関して、区民や他の事業者が実施する温暖化対策に協力するよう努めること。  

（公表）  

第８条 区長は、区内の二酸化炭素排出量を定期的に公表します。  

２ 区長は、具体的な温暖化対策の取組みや成果をその都度明らかにします。  

第２章 地球温暖化対策の取組み  

（地域推進計画）  

第９条 区長は、区全体の温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策の推進

に関する法律（平成10年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」といいます。）に基づく地域

推進計画を定めます。  

２ 地域推進計画は、次の事項を定めます。  

(１) 温暖化対策に関する計画期間や目標  

(２) 温暖化対策に関する具体的な方法  

(３) その他、温暖化対策の推進に役立つ事項  

３ 区長は、地域推進計画を定めるときや変更するときは、区民や事業者の意見を反映するよう努

めます。 

４ 区長は、地域推進計画を定めたときや変更したときは、速やかに公表します。  

（区の実行計画）  

第10条 区長は、区の事務や事業に関し、自ら率先して温暖化対策に取り組むため、温暖化対策

推進法に基づく実行計画を定めます。  

（国や東京都などとの連携）  

第11条 区は、温暖化対策を推進するため、広域的な取組みについては、国や東京都、他の地方

公共団体と連携するよう努めます。  

２ 区は、近隣の地方公共団体と連携して、温暖化対策を推進するよう努めます。  

（環境にかかわる教育や学習）  

第12条 区は、区民や事業者の地球温暖化配慮行動（以下「配慮行動」といいます。）を促すため、

環境にかかわる教育を推進します。  

２ 区民や事業者は、環境にかかわる教育を行うとともに、学習に努め、配慮行動を実施するもの

とします。  

（環境マネジメントシステム）  

第13条 事業者は、千代田エコシステムなど環境マネジメントシステムの導入に努めるものとし

ます。  

２ 区は、区民や事業者へ千代田エコシステムの普及を促します。  

３ 区民は、千代田エコシステムへの参加に努めるものとします。  
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（建物に関するエネルギー対策）  

第14条 区は、建物から排出される二酸化炭素の削減を図るため、次のエネルギー対策（以下「建

物のエネルギー対策」といいます。）に取り組みます。  

(１) 建物の省エネルギー化  

(２) 再生可能エネルギーの導入  

(３) 未利用エネルギーの有効活用  

２ 公有施設を新築、増改築する者は、建物のエネルギー対策を導入するものとします。  

３ 公有施設を維持管理する者は、建物のエネルギー対策に努めるものとします。  

（エネルギーの適切な使用）  

第15条 区民や事業者は、日常生活や事業活動において、エネルギーを無駄なく適切に使用する

ものとします。  

２ 区民や事業者は、省エネルギー効率に最も優れた電気機器やガス機器など（以下「機器」とい

います。）の使用に努めるものとします。  

３ 区は、区民や事業者が機器を買い替えるとき、省エネルギー効率に最も優れた機器の導入を支

援します。  

（相互支援の促進）  

第16条 区は、区民や事業者が他の区民や事業者の行う温暖化対策について支援することを促進

します。  

第３章 推進制度  

（配慮行動の促進）  

第17条 区は、区民や事業者の配慮行動を促進するための指針（以下「配慮行動指針」といいま

す。）を作成し、公表します。  

２ 規則で定める一定規模以上の事業者（以下「特定事業者」といいます。）は、配慮行動指針に

基づいて、積極的に従業員への環境教育などに取り組み、区長に対して定期的に計画書や報告書

を提出するものとします。  

３ 特定事業者以外の事業者と区民は、配慮行動指針に基づいて、配慮行動に取り組み、区長に対

して計画書や報告書を提出することができます。  

４ 区長は、大幅に二酸化炭素を減らすなど、模範となる配慮行動を行った区民や事業者を表彰し、

公表します。  

（低炭素型社会の形成）  

第18条 区は、低炭素型社会の形成に関する指針を作成し、公表します。  

２ 区は、区内全域で、次のエネルギー対策に取り組みます。  

(１) 区長は、規則で定める一定規模以上の建物の新築や増改築を行う者に対し、低炭素型社会の

形成に関する指針に基づいて、建物のエネルギー対策を求めます。  

(２) 建物のエネルギー対策を求められた者は、区長に計画書を提出し、建物のエネルギー対策の

内容について協議を行うものとします。  
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３ 区は、さまざまなまちづくりの取組みと連動して、次の温暖化対策に取り組みます。  

(１) 区長は、低炭素型社会の形成に関する指針に基づいて、地域の関係者と協議のうえ、より高

い効果をあげるため集中的な温暖化対策を行う地域を温暖化対策促進地域として指定します。  

(２) 区長は、温暖化対策促進地域の関係者と協議を行い、低炭素型社会をめざした取組みを進め

ます。 

（経済的支援） 

第19条 区は、区民や事業者が行う温暖化対策について、基金の活用などにより経済的支援を行

います。 

２ 区は、区民や事業者が他の区民や事業者の行う温暖化対策を支援できる仕組みを設けます。  

３ 区長は、温暖化対策推進のための資金の一部として、区民や事業者からの寄附のほか規則で

定める一定の建築行為等を行う者に対して、適切な負担を求めることができるものとします。  

（エネルギー事業者への協力依頼）  

第20条 区長は、区内の二酸化炭素排出量を把握するため、エネルギー事業者に区内の総エネル

ギー使用実績の提出を依頼します。  

２ エネルギー事業者は、区長の依頼に応じて協力するものとします。  

（推進体制）  

第21条 区長は、温暖化対策に関するさまざまな取組みを計画的に推進するため、必要な体制を

整備します。  

２ 区長は、温暖化対策の推進や取組みの評価などに関する意見を聴くため、有識者や区民など

から構成される組織を設置します。  

３ 区長は、温暖化対策を適切に推進するため、区民や事業者と連携した組織を設け、温暖化対

策に関する情報提供や技術支援を行います。  

第４章 その他  

（その他必要な事項）  

第22条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に規則で定めます。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成20年１月１日から施行します。ただし、第17条から第19条までの規定と

第21条の規定については、規則で定める日から施行します。  

（条例の見直し）  

２ この条例は、温暖化対策をめぐる技術の進歩や国内外の情勢の変化に合わせて、その都度見直

すものとします。 
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資料編 2 千代田区地球温暖化対策推進懇談会の開催概要 

 

2.1 委員名簿 

分野 氏名 所属等 備考 

学識経

験者等 

大森 正之 明治大学 政治経済学部 教授 会長 

渡邊 誠 法政大学 人間環境学部 教授   

岸井 隆幸 日本大学 理工学部 教授   

飛澤 宣成 
株式会社 生活都市 代表取締役社長 

有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会 事務局長 
  

区民等 

髙柳 信三郎 前内神田旭町々会 会長 副会長

栗原 七生 千代田区婦人団体協議会   

大島 由子 公募区民   

香取 章子 公募区民   

松沢 友紀 公募区民   

教育 

関係 

泉 恭子 千代田区青少年委員会 副会長   

里見 和久 
東京私立中学高等学校協会第一支部 

東京家政学院女子中学校 高等学校 教諭（地学担当） 
  

山田 茂利 千代田区立お茶の水小学校 校長   

事業者 

瀬川 昌輝 千代田区商店街連合会 会長   

清水 侃冶 
東京商工会議所千代田支部 前副会長 

（中央建設株式会社 取締役社長） 
第 2 回まで

金城 敦彦 
一般社団法人 

大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 事務局長 
  

環境関

連団体 

高野 孝子 NPO 法人エコプラス 代表理事   

平沢 真実子 CES 推進協議会 （CES 環境リーダー）   

窪田 憲子 ちよだ環境ボランティア 代表   

 

<オブザーバー> 

行政

（国） 
馬場 清 

環境省地球環境局地球温暖化対策課 

国民生活対策室室長補佐 
職員派遣

行政

（区） 
小澤 一郎 千代田区参与  

行政

（区） 
保科 彰吾 千代田区環境安全部長  
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2.2 開催経過 

回 数  開 催 日  主 な 議 題  

第１回  2014（平成26）年  

6月12日  

・現行地域推進計画の取組状況 

・現行地域推進計画の課題と方向性  

第２回  2014（平成26）年 

9月3日  

・めざす将来像の検討 

・施策の検討 

第３回  2014（平成26）年  

12月9日  

・千代田区地球温暖化対策地域推進計画2015（素々案）の

検討 

・千代田区温暖化配慮行動計画書制度＊における表彰事業所

の選定について 

  

 

資料編 3 パブリックコメントの実施概要 

 

実施期間 2015（平成27）年1月20日から2月2日まで 

実施方法  広報千代田1月20日号に見開き2ページの特集記事として掲載 

 千代田区総合ホームページに計画（素案）本冊・概要版を掲載 

 区政情報コーナー、各出張所、環境・温暖化対策課の窓口で計画（素案）

本冊、概要版・意見用紙の配布 

 区政モニターアンケート 

意見数 在住者：30名 

在勤者：20名 

在学者： 1名 

事業者・団体：1事業者、3団体 

合 計：51名、1事業者、3団体、141件 
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資料編 4 用語解説 
 
アルファベット・記号 

 BCP（ビーシーピー） 【p.28】 

事業所において、非常時に中核となる事業活動を中断させず、または中断しても可能な

限り短時間で再開できる対策を講じること。事業への損害を最小限にとどめる計画である。 

DCP（ディーシーピー） 

 地域継続計画を指し、まちとしての活動を継続するための計画のこと。 

地域の実情を踏まえた非常時の自助と共助と公助の連携が重要とされる。 

 BEMS（ベムス） 【p.90】 

ビルエネルギー管理システム（Building Energy Management System）の略。ビル

全体のエネルギー管理を行うシステムであり、空調設備、照明設備、換気設備、OA 機器

などの電力使用量の把握や制御を行うことができ、夏季の日中など、電力需要が逼迫する

時間帯に電力の使用を抑制し、ピーク時の電力消費を抑えることも可能である。 

 CES（シーイーエス） 【p.52】 

千代田エコシステム（Chiyoda Eco System）の略。国際規格である ISO14001 をも

とに千代田区が独自に構築した、環境配慮行動を促進するための仕組み。 

「環境負荷の少ない資源循環型都市・千代田」の実現や地球温暖化対策の推進を目的と

して 2006（平成 18）年に構築された。 

区だけでなく、区民や事業者など多くの人々が参加して、「住み、働く人々が協力し合う

環境にやさしいまち」を自ら作っていくことをめざしている。 

 CES（シーイーエス）推進協議会 【p.34、p.71、p.82】 

CES＊（千代田エコシステム）の運用と普及啓発を目的として活動する組織。千代田区

に関わる人びとや組織が集まり、知恵を出し合い、協力する協働の場として 2008（平成

20）年４月に設立された。区民、大学、企業、行政などが参加している。 

 J-クレジット制度 【p.29】 

省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2 などの温室効果ガス＊の排

出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。従来の国内クレジット制度＊

とオフセット・クレジット（J－VER）制度が発展的に統合した制度で、国により運営さ

れている。本制度により創出されたクレジットは、環境活動を進めるために企業などが自

主的に策定する行動計画の目標達成やカーボン・オフセット＊などの用途に活用できる。 

 kWh（キロワットアワー） 【p.8、p.54】 

電力量の単位で、電力の単位である kW（キロワット）と、時間の単位である h（時間）

を組み合わせた単位。つまり、1kWh とは、1 キロワットの仕事率（電力量）を 1 時間続

けたときの消費電力量（または発電電力量）の事を指す。  
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 LED（エルイーディー） 【p.55、p.90】 

Light Emitting Diode（発光ダイオード）の略で、電気を流すと発光する半導体の一種。

従来の白熱灯と比べ、寿命が長い、低消費電力である、小型化・薄型化が可能といった長

所がある。 

 HEMS（ヘムズ） 【p.90】 

住宅用エネルギー管理システム（Home and Energy Management System）の略。

住宅内で使用される家電製品や、太陽光発電システム・燃料電池＊などのエネルギーを創出

する創エネ機器、蓄電池＊や電気自動車などを利用してエネルギーを蓄積する蓄エネ機器な

どをネットワーク化し、住宅内のエネルギーの把握や、制御・管理するシステムのこと。 

 IPCC（アイピーシーシー） 【p.1、p.50】 

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）の

略。人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和策に関し、科学的、技術的、社会経済

学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988（昭和 63）年に世界気象

機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）により設立された組織である。議長、副議長、

三つの作業部会及び温室効果ガス目録に関する特別作業班により構成され、その成果を評

価報告書としてまとめて報告している。 

 t-CO2（トン シーオーツー） 【p.8、p.12、p.22】 

CO2 の重量を示す単位で、1t-CO2 ＝ 1,000kg-CO2 である。 

 

あ行 

 インセンティブ 【p.27】 

ある行動を行うことでメリットが得られるなど、外部からの刺激によって人の意欲を高

め引き出すための誘因のこと。 

 運用改善 【p.5、p.35、p.66】 

設備やシステムの運転方法等を見直し、エネルギー消費などの無駄がない最適な運転方

法にすること。  

 エコドライブ 【p.22、p.33、p.57】 

二酸化炭素や、大気汚染の原因の一つである自動車の排出ガスを減らすため、環境に配

慮して自動車を運転すること。具体的には、アイドリングストップや一定速度での走行を

心掛け、急発進・急停止をしないこと等があげられる。 

 エネルギー消費原単位 【p.11、p.86】 

一単位あたりのエネルギー消費量を指標化したもの。エネルギー消費量を比較する場合

等に使用される。家庭部門における「1 世帯当たりのエネルギー消費量」や、業務部門で

における「床面積当たりのエネルギー消費量」などをいう。 
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 エリアマネジメント 【p.31】 

一定のエリア内でエネルギーを効率的に使用するため、設備・装置を管理し、エネルギー

の最適化を図ること。 

 オール東京 62 市区町村共同事業 【p.11】 

温室効果ガスの削減やみどりの保全について、都内の全 62 市区町村が連携・共同して

取り組む事業として、オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェ

クト」がある。意思決定機関として、この事業を機動的で効率的に推進するため、それぞ

れの団体の代表により構成される「オール東京 62 市区町村共同事業推進会議」が設置さ

れている。 

 オフセット 【p.19、p.24】 

「カーボン・オフセット（P.84）」の項目を参照。 

 温室効果ガス 【p.1、p.6、p.11、p.29、p.82】 

太陽光を吸収して加熱された地表面から放射される赤外線を吸収するガスで、地球温暖

化の原因となる物質。二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）などが

存在する。 

 温暖化配慮行動計画書制度 【p.33、p.81】 

区内の各事業所で取り組んでいる、「環境活動」、「環境教育」、「地域貢献」などの温暖化

配慮行動について、その実施状況や計画を毎年区へ報告する制度。区は、その取組みを公

表するとともに、優良な取組みを表彰することにより、事業者の温暖化配慮行動の促進や

優良な活動の波及をめざしている。区内の従業員 300 人以上の事業所を義務提出者（特

定事業者）、従業員 300 人未満の事業所を任意提出者としている。 

 

か行 

 カーボン・オフセット 【p.29、p.82】 

日常生活や経済活動において避けることができない CO2 等の温室効果ガスの排出につ

いて、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても削減できない温室効

果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排

出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方。 

 環境マネジメントシステム 【p.32】 

自治体や企業などの事業組織が、事業活動で生じる環境への影響を自主的・継続的に改

善していくための仕組み。事業活動に対して Plan（計画）⇒Do（実行）⇒Check（点検）

⇒Act（改善）を継続的に行うこと（PDCA サイクル）により、継続的に環境に与える負

荷の低減を図ることを基本的な考え方とする。 
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 環境モデル都市 【p.1、p.7、p.18、p.25】 

コンパクトシティ化や交通体系の整備、居住スタイルの変革、再生可能エネルギー＊の普

及、森林の保全と活用などの取組みを都市内で統合的に実現することで、低炭素化と持続

的発展を両立する地域モデルの実現を先導する役割を期待し、国によって選定された都市。

2008（平成 20）年度に 13 都市が初の環境モデル都市として選定されたのに続き、2012

（平成 24）年度に 7 都市が、2013（平成 25）年度に 3 都市が追加選定された。 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 【p.1】 

「IPCC（P.83）」の項目を参照。 

 気候変動枠組条約 【p.85】 

地球温暖化対策に世界全体で取り組むため、1992（平成 4）年に採択された条約。大

気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とする。 

 京都議定書 【p.3、p.21】 

1997（平成 9）年に京都で開催された COP3（気候変動枠組条約＊第 3 回締約国会議）

で採択、2005（平成 17）年発効した議定書。先進国ごとに温室効果ガスの削減目標を

定めており、わが国は 2008（平成 20）～2012（平成 24）年（第一約束期間）におけ

る温室効果ガス排出量を 1990（平成 2）年比で 6%削減することを義務付けられていた。 

 空調ゾーニング 【p.69】 

空調機器の系統を範囲ごとに区分し、その区分ごとに空調方式を定めること。空調ゾー

ニングを細分化することで、ゾーンごとによりきめ細かな運用が可能となる。 

 グリーンストック作戦 【p.22、p.33】 

千代田区内にある膨大な既存建物（ストック）の省エネルギー化（グリーン化）を促進

するために、千代田区が取り組んでいる事業。中小事業者の省エネルギー診断＊受診や省エ

ネルギー改修を促進するための【業務版】と、マンションのスマート化に向けにトータル

コンサルティングを行う【マンション版】がある。 

 グリーン物流システム 【p.33】 

トラック等による区外から区内への物流を効率化することにより、区内へのトラック等

の流入を抑制し、交通環境の改善や地球温暖化対策、物流事業の経済性向上等に寄与する

システムである。効率化の方法としては、区外に設けられた共同荷捌所に区内へ運搬する

貨物を集め、まとめて区内のエリアに配送する。 

 クレジット 【p.9】 

CO2 排出権のこと。海外の発展途上国や国内の中小企業の CO2 削減を支援することで

得たクレジットで、自国または自社の CO2 排出量を相殺することができる。わが国では、

省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2 などの温室効果ガスの排出削

減量や吸収量を国がクレジットとして認証する「J-クレジット制度」が存在する。 
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 現状すう勢 【p.15、p.22】 

追加的な地球温暖化対策が何も行われないと仮定した場合のこと。すなわち、温室効果

ガスの排出係数＊やエネルギー消費原単位＊が今後も現状と同じレベルのままで推移した

と仮定したときの温室効果ガス排出量等の予測値を意味する。 

 コージェネレーションシステム 【p.31】 

ガス等を燃料として、電力と熱を生産し供給するシステムの総称である（略名：CGS）。

「Co（ともに）」と「Generation（発生する）」の合成語。 

 国内クレジット制度 【p.29、p.82】 

大規模事業所等による技術・資金等の提供を通じて、中小規模事業所等が行った温室効

果ガス排出削減量を認証し、自主行動計画や試行排出量取引スキームの目標達成等のため

に活用できる制度。2008（平成 20）年 10 月に政府全体の取組みとして開始された。

2014（平成 26）年度以降は、国内にける自主的な温室効果ガス排出削減・吸収プロジェ

クトから生じた排出削減・吸収量を市場において流通させる「オフセット・クレジット

（J-VER）制度」と統合し、新たに「J-クレジット制度」へと移行している。 

 

さ行 

 再生可能エネルギー 【p.2、p.24、p.85】 

石油、石炭、天然ガス等の化石燃料を利用せず、エネルギー源として永続的に利用可能

と認められる自然エネルギーをいう。「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の

利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」においては、太陽光、風

力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定され

ている。資源を枯渇させず半永久的に利用可能であることに加え、大気汚染物質や温室効

果ガスの排出が少ないなどの利点があるが、一方で、エネルギー密度の低さ、コストの高

さなどが課題として挙げられる。 

 省エネルギー診断 【p.34、p.85】 

工場や業務ビル等のエネルギー管理体制作りや、エネルギー費用削減管理に役立つ計測

とデータの活用方法、設備上の問題点を見いだし、経済性を考慮した改善策等を専門家が

提案するしくみ。 

 水素エネルギー 【p.24】 

水素をエネルギーと捉え、活用すること。利用段階で CO2 を排出しない究極のクリーン

エネルギーとして注目されている。燃料電池車の燃料として活用されており、今後も幅広

い分野への適用が期待されている。 
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 スマート化 【p.41】 

スマート（smart）には、主に「賢い」「洗練された」などの意味があるが、コンピュー

タによる制御・処理能力を搭載した、といった意味もある。一般的にエネルギーを賢く最

適に利用することをさす。 

 スマートコミュニティ 【p.25】 

エネルギーを賢く「つくる」「送る（蓄える）」「使う」ことに加えて、住民等とともに、

それらの取組みを通じて新たな「地域活力につなげる」ことをめざした地域社会のこと。

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを最大限活用しながら、エネルギーの消

費を最小限に抑えていくことで、持続可能な経済社会の発展が期待できる。 

 生物多様性 【p.7、p.25】 

地球上に存在するあらゆる生きものは、長い年月をかけて相互に関係しながら、それぞ

れの役割をもって生きており、このような様々な生きものの存在と、そのつながりのこと。

人間の暮らしは、生物多様性が保たれていることから生じる自然の恵みに支えられている

が、現在、地球規模でその対策が急務となっている。 

 

た行 

 タスク・アンビエント 【p.70】 

「アンビエント（周辺環境）」照明として、控えめの照度で室内全体を照らし、「タスク

（作業）」照明として局部的に作業面を明るくする照明方式のこと。照明の省エネルギーを

図ることができる上、天井照明が放散する熱負荷も低減できるため、冷房効率の向上も期

待できる。 

 地域熱供給 【p. 5】 

ある地域または複数の建築物に、熱供給設備（地域冷暖房プラント）から温水・蒸気・

冷水などの熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷房・融雪などを行うシステム。そ

のうち、建築物の空調用に行われるものは地域冷暖房＊とも呼ばれる。 

 地域冷暖房 【p.22、p.41、p.87】 

「地域冷暖房」システムは、駅やビル、商業施設、マンションなど地域内の建物に対し、

まとめて冷暖房などの空調を行うシステムのことをいう。従来、住まいやオフィスごとに

個別に行ってきた冷暖房・給湯を地域ぐるみで行うことで、より効率よく、快適な生活環

境づくりが実現するものである。 

 地球温暖化 【p.1、p.6、p.15、p.17、p.19、p.23、p.53、p.71】 

地球の地表から放射される熱を吸収する温室効果ガス（CO2、メタン、フロン類など）

が大量に排出されるようになり、その結果、温室効果ガスによる熱の吸収が増えて気温が

上昇すること。 
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 地球温暖化対策の推進に関する法律 【p.7】 

1998（平成 10）年 10 月に公布された法律。地球温暖化防止京都会議（COP3）で

採択された「京都議定書」を受けて、まず、第一歩として、国、地方公共団体、事業者、

国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めたものである。 

 蓄電池 【p.43、p.83】 

充電することによって電気が蓄えられて電池として使うことができ、放電した後も充電

することによって再度使うことができる電池のこと。エネルギー分野で利用可能な蓄電池

は、主に NaS（ナトリウム硫黄）電池、リチウムイオン電池、鉛電池、ニッケル水素電池

の 4 種類である。それぞれの蓄電池は、その特色を活かしながら、開発・利用されている。 

 千代田区建築物環境計画書制度 【p.27】 

中小規模の建築物の新築などに際し、温暖化対策をはじめ、環境に配慮した建築物の普

及、促進を図ることを目的に 2010（平成 22）年 10 月 1 日から実施している制度。本

制度は、建築主が「建築物環境計画書」を作成することによって、建築物の省エネルギー

対策やヒートアイランド対策等の環境に配慮した自主的な取組みを促進し、低炭素型社会＊

づくりを推進するものである。 

 千代田区新エネルギービジョン 【p.7】 

千代田区における新エネルギー（再生可能エネルギー等）の導入を検討した報告書

（2006（平成 18）年 5 月策定）。 

 千代田区ヒートアイランド対策計画 【p.7】 

千代田区におけるヒートアイランド現象＊を緩和するための計画（2006（平成 18）5

月策定）。 

 低炭素型社会 【p.2、p.7、p.18、p.22、p.28、p.53、p.88】 

化石燃料への依存を低下させ、再生可能エネルギーや未利用エネルギー＊の導入、エネル

ギー利用の効率化等を図ることにより、経済活動や生活水準のレベルを維持したまま CO2

排出量の削減を実現した社会のこと。 

 デマンド制御 【p.70】 

専用の機器（システム）を導入して電力の使用者のエネルギー使用状況を監視し、設定

された値を超えないよう、警告や自動制御を行うこと。デマンドコントロールとも呼ばれ

る。 
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な行 

 燃料電池 【p.39、p.70、p.83】 

水素と酸素を化学反応させて電気を発生させ、発電する装置こと。エネルギー利用効率

が高く、反応によって生成するのは水だけなので現在の化石燃料に取って代わるクリーン

なエネルギーとして注目されている。 

 

は行 

 バイオマスエネルギー 【p.24】 

再生可能エネルギーの一つで、動植物などから生まれた生物資源（バイオマス）からな

るエネルギーのこと。直接燃料として利用したり、燃焼やガス化して発電するバイオマス

発電などの利用方法がある。 

 排出係数 【p.4、p.8、p.11、p.22、p.86】 

一単位あたりのエネルギーを消費することにより、排出される温室効果ガスの量。エネ

ルギー消費量に排出係数を乗じることで、温室効果ガスの排出量が算定できる。 

 ヒートアイランド現象 【p.25、p.44、p.88】 

都市部において郊外部よりも気温が高くなる現象のこと。等温線が島のような形になる

ためこう呼ばれる。エアコンなどに起因する人口排熱、太陽熱のアスファルトへの蓄積・

放射、蒸発散による熱の低減効果が期待される自然被覆面の減少、建物などによる都市郊

外への熱移動の阻害などが原因とされる。 

 フリークーリング 【p.69】 

夏期は冷凍機用冷却水の放熱に利用している冷却塔を用いて、冬期に空調や生産装置に

使われる冷却水を製造すること。冷凍機を稼働せずに冷却できるので、省エネルギー効果

が期待できる。 

 分散型エネルギー 【p.18、p.25】 

再生可能エネルギーなどの小規模な発電所や熱源から供給されるエネルギーのこと。エ

ネルギーの供給源を分散して配置させることにより、災害時にすべてのエネルギー供給が

停止するリスクを低減させることができる。 

 （エネルギーの）ポテンシャル 【p.28】 

地域内で潜在的に利用が可能と考えられる、再生可能エネルギーや未利用エネルギーな

どの量のこと。 
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ま行 

 見える化 【p.34】 

可視化すること。エネルギーの分野においては、主に専用の機器（HEMS＊、BEMS＊等）

を設置することで、消費電力や利用料金等を家庭や事業所内で確認できるようにすること

を指す。 

 未利用エネルギー 【p.5、p.19、p.24、p.88】 

今まで利用されていなかったエネルギーの総称。千代田区における未利用エネルギーの

種類として、下水熱、ビル排熱、地中熱、中水熱、地下鉄（施設）熱、河川水熱等がある。 

 面的エネルギー利用 【p.22、p.31】 

隣接した建物同士や街区単位、地域単位などでエネルギーを効率的に利用すること。「（エ

ネルギーの）融通」の項目も参照。 

 

や行 

 有機 EL 照明 【p.70】 

りん光発光素子などの有機物に電圧をかけることで、有機物自体が発光する現象を利用

した照明器具のこと。LED＊照明と同じく従来の照明の発光効率を超えるとされ、省エネ

ルギー機器として期待されている。 

 （エネルギーの）融通 【p.25】 

複数の建物間や、一定のエリア内で電線や配管を接続して電力や熱のエネルギーの融通

を行うこと。エネルギー消費の平準化による効率的や運用や、機器の共有化により、エネ

ルギーの使用を低減することができる。「面的エネルギー利用」の項目も参照。 

 

ら行 

 冷暖房ミキシングロス 【p.67】 

同一室の空調機器において、ペリメータ系統（建物の外周付近）が暖房運転で、インテ

リア系統（建物の内部）が冷房運転を行っている場合、ペリメータの温風とインテリアの

冷風の間で混合が起こり、暖房負荷・冷房負荷共に増加する現象のこと。発生状況を把握

し、設定温度や運転方法などを見直すことによってその防止を図ることができる。 



 

 


